
様式第 1号 (甲 )(第 2条関係)

堺市議会議長  的場 慎一 様

収  入

支  出

収 支 報 告 書

会派の名称

代表者氏名

経理責任者氏名

2024年 4月 24日

日本共産党堺市議会議員団

森田 晃一

森田 晃一

(単位 円)

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、 2023年 度
政務活動費について次のとおり報告します。

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

1政務活動費

2その他

16,500,000 @300,000円 ×5ン入×1lヶ月 =16,500,000円

収 入 合 計 16,500,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活動費充当額 備 考

調 査 研 究 費

費

費

研 修

要 請 ・ 陳 情 活 動

△
言 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 。 広 聴 費

人 件 費

事 務 。 事 務 所 費

300,265

61,000

0

0

548

498,497

4,963,622

5,676,878

4,827,158

300,265

61,000

0

0

548

498,497

4,963,622

5,676,878

4,827,158

支 出 合 計 16,327,968 16,327,968
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様式第10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、O月 分事
務所賃借料など)
2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑤資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2023年 5月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 05月 0'日 20230501-20 9,266 △ 91266
,騒員把堅 電話料金 (回線便用料 )日 睡振賛

事務・事務所費

23年 05月 01日 20230501-21 71920 △ 17186
議員Pェロ堅 ′ヽソコン・セキュリティー利用料 日
座振替 事務・事務所費

23年 05月 08日 20230508-28 3,960 △ 21 146
藤本 幸子 事務所 コピー機リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 05月 08日 20230508-29 1.871 △ 23,017
藤本 幸子 事務所 ガス料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 05月 12日 20230512-1 200 △ 23,217
穴 4出公 国 班旱 場代 カス員琢子見祭

調査研究費

23年 05月 12日 20230512-31 8,467 △ 31,684
乾事務所 ガス料金・電気料金

事務・事務所費 乾

23年 05月 13日 20230513-32 500 △ 32,184
乾 第30回環境学校 資料代

登料購入費 乾

23年 05月 15日 20230515-22 11,550 △ 43,734
議員翌至 コビー機カウンター料  日圧傲管

事務・事務所費

23年 05月 16日 20230516-3 3,000 △ 46,734
議 員 団事務 局 アルバ イト

人件費

23年 05月 18日 20230518-4 200 △ 46.934
大浜市有地開発現状調査 駐車場代

調査研究費

23年 05月 18日 20230518-5 300 △ 47,234
森田晃一議員 住民票1通 (議員回事務局 社
会保険手続き用)

人件費

23年 05月 19日 20230519-7 341,400 △ 388,634
議 員団野 務局 5月 給 与

人件費

23年 05月 19日 20230519-9 680 △ 389,314
I民百新 聞 」

資料購入費

23年 05月 19日 20230519-10 1,073 △ 390,387
ボールペン

事務・事務所費

23年 05月 19日 20230519-25 680 △ 391.067
森田 民青新聞

資料購入費 森田

23年 05月 19日 20230519-33 680 △ 3911747
早Z民 言釉 聞

資料購入費 乾

23年 05月 19日 20230519-37 680 △ 392,427
林 l泉 民百新 聞

資料購入費 林原

23年 05月 21日 20230521-34 7.558 △ 399,985
乾事務所 電話料金等

事務・事務所費 乾

23年 05月 22日 20230522-23 1,650 △ 401.635
議員把室 パソコン インターネットプロ′ヽイダー
ロ座振替 事務・事務所費

23年 05月 22日 20230522-35 65,000 △ 466,635
乾畢 務 F'Tヌ頁

事務・事務所費 乾

23年 05月 23日 20230523-26 510 △ 467,145
蒜 田 I字造の 友」6月 号

資料購入費 森田

23年 05月 24日 20230524-11 4,300 △ 4711445

~母
日新聞

資料購入費

23年 05月 25日 20230525-12 91800 △ 481,245
朝 日・日経新聞

資料購入費

23年 05月 25日 20230525-13 4,400 △ 485,645
読売 罪ザ「聞

資料購入費

23年 05月 25日 20230525-36 33,000 △ 5181645
藤 不 悪 事務所 ヌ質 (6月 分 )

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 05月 26日 20230526-30 50,000 △ 568,645
藤本 幸子 事務所 宗質

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 05月 29日 20230529-16 52,921 △ 621,566
議員団事務局 社会保険料 (事業主負担分 )

人件費

23年 05月 31日 20230531-19 1,980 △ 623.546
「人権と部落問題」2023年 度誌代 (2023年 4月 号
から2023年 6月 号 ) 資料購入費

23年 05月 31日 20230531-24 7.920 △ 631,466
覇負樫星 ′ヽソコン・セキュリティー利用料  日
座振替 事務・事務所費

23年 05月 31日 20230531-27 32.000 △ 663.466
森田事務所 家賃

事務・事務所費 森田

0 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

0

663.466 当 月 支 出 合 計
当月までの支出
累 計

663,466

△ 663,466 次 月 繰 越 金

0

1/13



株式第10号 (第 6条関係)

会 計 帳 鯨

会派の名称・議員氏名

2023とF6月

日本共産党堺市議会議員団

ヽ

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

△ 663,46電
耐 月 繰 越 盆

23年 06月 03日 20230603-61 1,090 △ 664,55G
藤本憲事務所 プリンターインク 事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 06月 05日 20230605-39 3,960 △ 668,51G
藤本幸子事務所 コピー機リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 06月 06日 20230606-46 30,082 △ 698.59g
林原事務所 家賃6月分及び振込手数料

事務・事務所費 林原

23年 06月 07日 20230607-40 1,250 △ 699,84日
藤本幸子子務所 カスオキ盆

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 06月 09日 3.000,00C 2,300,15⊇
政務活動費 5月 ～6月 分

23年 06月 09日 20230609-31 1,160 212981992
森田事務所 電気料金

事務・事務所費 森田

23年 06月 09日 20230009-32 16.500 2.282,492
森口 日本教育新聞 2020年 6月 ～2023年 11月

資料購入費 森田

23年 06月 09日 20230609-33 6,000 2.276,492
森田 全国商工新聞 2022年 6月 ～2023年 5月

資料購入費 森田

23年 06月 09日 20230609-34 8.543 2,267.949
森田事務所 電話料金等 (3月 分)

事務・事務所費 森田

23年 06月 09日 20230609-35 500 2.267,449
森田 堺市立北こどもリハビリテーシヨンセン

ター視察の為 駐車料金
調査研究費 森田

23年 06月 12日 20230612-47 563 2,2661886
林原事務所 ガス料金5月分及び番報器リース

料
事務・事務所費 林原

23年 06月 16日 20230615-27 16.460 2,250,42G
議員控室 コピー機カウンター料 口歴振膏

事務・事務所費

23年 06月 16日 20230616-56 6,901 2.243,525
乾手務所 ガス料金・電員料金

事務・事務所費 乾

23年 06月 19日 20230619-57 65,000 2,178.525
乾事務所 家賞 事務・事務所費 乾

23年 06月 20日 20230620-3 341,400 11837.125
議員回事ィ務局 6月給与

人件費

23年 06月 20日 20230620-5 680 1,836.445
「民青新聞」

資料購入費

23年 06月 20日 20230620-28 11650 1.834,795
議員控室 パソコン インターネットフロバイダー

ロ座振替
事務・事務所費

23年 06月 20日 20230620-36 680 1,834,116
森田 民青新聞

資料購入費 森田

23年 06月 20日 20230620-48 140 1,833,975
林原 資料郵送代 事務・事務所費 林原

23年 06月 20日 20230620-49 680 1.833,295
林原 民青新聞

資料購入費 休原

23年 06月 20日 20230620-58 680 1,832.615
乾 民青新聞

資料購入費 詫

23年 06月 20日 20230620-62 680 11831,935
藤本 憲 民青新聞

資料購入費 篠本 (憲 )

23年 06月 21日 2023062,-7 300 118311636
F角 1lJ生活と健康」5月 号

資料購入費

23年 06月 21日 20230621-8 300 1,831.335
「月刊 生活と催原」6月 号

資料購入費

23年 06月 21日 20230621-41 5,132 1.826.203
藤本幸子事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 06月 21日 20230621-42 4.219 1.821,984
藤本幸子事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 06月 22日 20230622-10 3.000 1.818.984
議員回事務局 アルバイト 人件費

23年 06月 23日 20230623-11 4,400 1,814.584
読売新聞

資料購入費

23年 06月 23日 20230623-37 510 11814,074
森田「学習の友」7月 号

資料購入費 森田

23年 06月 23日 20230623-50 1,360 1,812,71コ
きのくに子どもの村字回視票 賓遺貿 (」 R堺雨

駅→南海高野線橋本駅・南海高野線橋本駅⇒
調査研究費 林原

23年 06月 26日 20230626-12 4,900 1.807,814
毎日新問

資料購入費

23年 06月 26日 20230626-13 9,800 1,798,014
朝日'日経新聞

資料貝音入費

23年 06月 26日 20230626-63 33,000 1,765,01判
藤本 憲 事務所家質

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 06月 27日 20230627-43 50,000 1.715.014
藤本幸子事務所 家質

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 06月 27日 20230627-51 563 1,714,451
林原事務所 ガス料金6月分及び晉報器リース

料
事務・事務所費 林原

23年 06月 27日 20230627-52 2.176 1,7121275
林原事務所 電気料金

事務・事務所費 林原

23年 06月 28日 20230628-44 G,006 1,706,269
藤本幸子手務所 イヽツト回線便用料

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 06月 28日 20230628-53 6,325 1,699,944
林原 畢 務 所 コビー機 リー ス代

事務・事務所費 林原

23年 06月 28日 20230628-54 30,000 1,669,944
林原事務所 家賃7月 分

事務・事務所費 林原

23年 OG月 29日 20230629-15 52,921 1.617.023
議員回事務局 社会保険料(事業主負担分) 人件費
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様式第10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 1「内容J欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、○月分事
務所賃借料など)
2「項目』欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記敏する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2023とF6月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 06月 29日 20230G29-17 16,500 11600,523
不― ム ヘ ー ン静 止

広報・広聴費

23年 06月 29日 20230629-18 5,604 1.594,919
pPファイルスタンド・ファイル・マグネット・ペー
パータオル 事務・事務所費

23年 06月 29日 20230629-19 8,400 1,586,519
「農民」購読料 (2023・ 04～ 2024・ 03)

資料購入費

23年 06月 29日 20230629-45 33.000 1.553.519
藤本幸子 日本教育新聞 2023年 6月 ～2023

年11月
資料購入費 藤本(幸 )

23年 06月 29日 20230629-59 7,713 1,545,806
乾事務所 電話料金等

事務・事務所費 乾

23年 06月 29日 20230629-60 2,691 1,543,115
軍Z弔務 P'「 水 逼料 金

事務・事務所費 乾

23年 06月 30日 20230630-20 456,840 11086,275
議 員 回事 務 局 星別 一 時金

入件費

23年 06月 30日 20230630-29 9,268 1,077,007
議員樫堅 電話料金 (回線便用料 )口 歴振晉

事務・事務所費

23年 06月 30日 20230630-30 7,920 1.069,087
議員樫堅 ′ヽソコン・セキュリティー利用料
口座振替

事務・事務所費

23年 06月 30日 20230630-38 32,000 1,0371087
森田事務所 家賃

事務・事務所費 森田

23年 06月 30日 20230630-55 4.28フ 1,032,800
林原事務所 電話料金等

事務・事務所費 林原

23年 06月 30日 20230630-65 81525 1,0241275
いぬい反要下 収 たよりNo301 HJ刷 代

広報・広聴費 乾

△ 663.466 前 月 繰 越 金

3,000.000 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

3,000,000

11975,7261,312.259 当 月 支 出 合 計

1.024,275 次 月 繰 越 金

2,336.534 2,336.534
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様式第10号 (第 6条関係)

会 計 帳 館

会派の名称・議員氏名

2023年 7月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

1,024.275
Πl月 裸 鰹 笠

23年 07月 01日 20230701-60 7,436 1.016.839
乾事務所 電話料金等

事務・事務所費 乾

23年 07月 03日 20230703-36 3,960 1,012,879
際不辛十■務Pオ コビー1麗リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 07月 04日 20230704-61 50C 1,012,379
乾 面工新聞代 5月 分

資料購入費 乾

23年 07月 04日 20230704-62 500 1,011,870
乾 面工新聞代 6月分

資料購入費 乾

23年 07月 04日 20230704-63 500 1,011,379
阜Z簡 工 称 聞 代 7月 分

資料購入費 乾

23年 07月 06日 20230706-5 75,45G 9351923
,デ働 保 Ⅲ更料 (畢菜主 負手日分 )

人件費

23年 07月 06日 20230706-26 4.066 931,857
森 田 稲 食 給 良 吾 籍 3冊

資料購入費 森田

23年 07月 06日 20230706-47 981 930,876
杯 l宗畢務所 水逼料金

事務・事務所費 林原

23年 07月 06日 20230706-74 1,450 929,426
藤不 悪 事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 07月 07日 20230707-6 1,245 928,181
Iスボーツのひろば」2023年4月 ～2023年 6月賠
読料及び振込手数料 (165円 ) 資料購入費

23年 07月 07日 20230707-27 260 927,921
緑田 姫路市総合福祉通国センター ,レネス花
封ヒ視察 交通費 調査研究費 森 田

23年 07月 07日 20230707-28 11690 926.231
森田 Я主滑雨稀含福不上起図センター )レイ、ス7E

』ヒ 視察 交通費 調査研究費 森 田

23年 07月 07日 20230707-29 1,690 924.541
森田 熟路雨総合T島子止追回センター テレネス7E
剪ヒ視察 交通費 調査研究費 森 田

23年 07月 07日 20230707-30 260 924,281
蘇田 賓と路下総合T目祉通回センター ルネス花
Jヒ 視察 交通費 調査研究費 森田

23年 07月 07日 20230707-37 260 924,021
l際不幸子

ネス花北

姫路雨総合福祉通国センター ル
視察 交通費 調査研究費 藤本(幸 )

23年 07月 07日 20230707-38 1,600 922,331
藤本幸子 姫路市総合福祉通ロセンター ル
ネス花北 視寮 交通費 調査研究費 藤本 (幸 )

23年 07月 07日 20230707-39 1,690 920,641
藤本幸子 姫路市総合福祉通園センター ,レ
ネス花北 視察 交通費 調査研究費 藤本 (幸 )

23年 07月 07日 20230707-40 26C 920,381
際不辛十 殖路市稔含穏子上起園センター ,レ

ネス花北 視察 交通費
口同査研究費 藤本 (幸 )

23年 07月 07日 20230707-41 1.313 919,068
藤 不幸 子 畢 務 P,「 カス料 金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 07月 07日 20230707-46 3,024 916.044
鬼崎顧総含侶子止通回センター ルネス祀北 税
察・手上産 I珂査研究費

23年 07月 07日 20230707-48 260 915,784
称l黒

'世

路下総合4昌祉通国センター ルネス花
】ヒ視察 交通費 調査研究費 林原

23年 07月 07日 20230707-49 1.690 914,094
林l京 姫路下総合福祉通国センター ルネス花
Jヒ 視察 交通費 調査研究費 林原

23年 07月 07日 20230707-50 1,690 912,404
杯l京 姫ユ各市総合福祉通回センター ,レネス花
封ヒ視察 交通費 調査研究費 林原

23年 07月 07日 20230707-51 260 912,144
林原 姫路市総合福祉通ロセンター ,レネス花
封ヒ視察 交通費 調査研究費 林原

23年 07月 07日 20230707-64 260 911,884
乾 姫路市 ,レネス花北 視察旅費

調査研究費 乾

23年 07月 07日 20230707-65 1,690 910,194
軍Z彙 玲 雨 ,レネス花 北 税票 旅 費

調査研究費 乾

23年 07月 07日 20230707-66 260 909,934
電 夕と崎下 ルネス花北 視票旅費

i周査研究費 乾

23年 07月 07日 20230707-67 1,600 908,244
軍Z姫 路下 ルネス在ヒ北 視零旅費

調査研究費 乾

23年 07月 07日 20230707-75 260 907.984
藤本 思 姫路市総合福祉通国センター ルネ
ス花北 視察 交通費 調査研究費 藤本 (憲 )

23年 07月 07日 20230707-76 11690 906,294
藤本 悪 姫路市総合福祉通国センター ,レネ
ス花北 視察 交通費 調査研究費 藤本 (憲 )

23年 07月 07日 20230707-77 11690 904,604
摩業不 意 漿,各Π下総合福卒止遺国センター ルネ
ス花北 視察 交通費 調査研究費 藤本 (憲 )

23年 07月 07日 20230707-78 260 904.344
藤本 悪 姫μ各頂総合福祉通国センター ,レネ
ス花北 視察 交通費 調査研究費 藤本 (憲 )

23年 07月 08日 20230708-68 6,614 897.730
乾畢務所 ガス料金 ,電気料金

事務・事務所費 乾

23年 07月 10日 4,500,000 5,397,730
政務活動費 7月 ～9月 分

1/26



様式第10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

2023年 7月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 07月 11日 20230711-42 50,000 5,347,730
鵬ゝ不 幸 子 畢 務 F'「 琢 質

事務・事務所資 藤本 (幸 )

23年 07月 11日 20230711-69 1,310 5,346,420
乾 I現代 を生きる基 1健埋誦 」(写習 の 反社 ,

資料購入費 能

23年 07月 11日 20230711-79 791800 5,266,620
際不 意 タフレットPC

事務・事務所費 藤本 (窓 )

23年 07月 12日 20230712-8 2,460 5,2641160
称蹄 入 しんふ ん 2023年 1月 ～ 6月 購 誘 科

資料購入費

23年 07月 12日 20230712-31 1,310 5,262,85C
縁 田子 務 Fテ「 水 逼料 金

事務・事務所費 森田

23年 07月 12日 20230712-32 1 186 5,261.664
森 田事務所 電気料金

事務・事務所費 森田

23年 07月 18日 20230'18-22 11.550 5,250,114
議員控室 コビー機カウンター料  口睡振膏

事務・事務所費

23年 07月 19日 20230719-43 4,182 5,245,932
藤本幸子事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 07月 19日 20230719-44 4,219 5,241,713
藤本幸子事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 07月 20日 20230720-10 341,400 41900,313
議 員回畢 務 局 7月 稲 与

人件費

23年 07月 20日 20230720-12 630 4,899,633
I民百 釉 聞 」

資料購入費

23年 07月 20日 20230720-23 1.650 4,807.983
議 員翌三 ′ヽソコン インターネツトフロン` イダー

ロ座振管
事務・事務所費

23年 07月 20日 20230720-33 680 4,897.303
森 田 氏言新 聞

資料購入費 森田

23年 07月 20日 20230720-34 1,020 4,896,283
稀田 I字首の友」8月 号・2023秋別冊

資料購入費 森田

23年 07月 20日 20230720-52 680 4,895,603
林原 民青新聞

資料購入費 林原

23年 07月 20日 20230720-53 30,000 4,865,603
林原事務所 家賃8月 分

事務・事務所費 林原

23年 07月 20日 20230720-54 3.236 4,862,367
骨不l泉手 栃 F',電 話 料 金 零

事務・事務所費 林原

23年 07月 20日 20230720-70 65,000 4,797,367
軍Z畢務 F'「 雰 買

事務・事務所費 乾

23年 07月 20日 20230720-71 680 41796,687
甲Z民 言 新 聞

資料購入費 乾

23年 07月 20日 20230720-72 1,020 4,795,667
甲ZI字 習 の 友 」8月 号・2023秋別 冊

資料購入費 乾

23年 07月 20日 20230720-80 680 4,704198ワ
藤本 悪 民骨新聞

資料購入費 嫌本 (憲 )

23年 07月 21日 20230721-55 1,000 4,793,987
林原

'「

図書館』のないときからあるとき 大阪
支部55年史」 資料購入費 体原

23年 07月 21日 20230721-81 509 4,793,478
藤不 意 畢 ″JP,「 フリンター インク

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 07月 23日 20230723-45 6,006 4,787,472
際不幸 子 畢 務 P,Tイ ツヽト回 線 便 用科

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 07月 24日 20230724-14 4,900 4,782,572
毎 日新聞

資料購入費

23年 07月 24日 20230724-82 33,000 4,749,572
藤本 思 事務所駅質

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 07月 25日 20230725-15 41400 4.745.172
誘死新聞

資料購入費

23年 07月 25日 20230725-16 101400 4,734,772
朝日・日経新聞

資料購入費

23年 07月 25日 20230725-56 1,524 4,733.248
杯 l凧畢務 P,「 MにrOsOR365 Apps for bu§ ness

利用料 (6月 分 )及び振込手数料
事務・事務所費 林原

23年 07月 25日 20280725-83 1,955 4,7311293
藤不 意 事 務 Fテ「 フリンターインク

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 07月 25日 20230725-84 4,330 4,726,963
藤本 憲 甲務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 07月 26日 20230726-24 2100 4,724,863
議員回手務局雇用職員・福利厚生 SCKサー
ビスセンター会費7月 ～9月 分 口座振替

人件費

23年 07月 27日 20230727-57 654 4,724.209
林原事務所 ガス料金7月 分及び警報器リース

料
事務,事務所費 林原

23年07月 27日 20230727-58 1,595 4,722.614
杯 l泉手 務 Fデ「 電 夏科 盆

事務・事務所費 林原

23年 07月 28日 20230'28-18 52,921 4,669,693
i騒員団手 務 局 社 套 保 l票声斗(畢票 三 負手H分 ,

人件費

23年 07月 31日 20230731-21 9.677 4,660,01G
ヨビー用4五・ビンマグネット・クリヤーフツク

事務・事務所費

2/3
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様式第10号 (第 6条関係 )

会 計 催 簿

会派の名称・議員氏名

備考 1「内容J欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、○月分事
務所賃借料など)
2「項目」欄には、堺市

2023年 7月

日本共産党堺市議会議員団

年 月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 07月 31日 20230731-25 7,920 41652,096
臓民経至 ハフコン・ゼキユリアイー利用T4
日座振替 事務・事務所費

23年 07月 31日 20230731-35 32,000 41620,096
森 田手務 P'i瞑質

事務,事務所費 森田

23年 07月 31日 20230731-59 550 4.6191546
林l泉事務所 インターネット・プロバイダー利用
料 ぷらら 事務・事務所費 体原

23年 07月 31日 20230731-73 1.000 4,618,546
乾
「
図書露のないときからあるとき 大阪貢部

55年史 J 資料購入費 能

1,024,275 前 月 繰 越 金

4,500.000 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

7.500,000

2,881,45コ905,729 当 月 支 出 合 計

4,618,546 欠 月 繰 越 金

5.524.275 515241275

3/38



様式第10号 (第 6条関係)

会 計 帳 鎌

会派の名称・議員氏名

2023年 8月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4,618,546
副 月 繰 選 釜

23年 08月 02日 20230802-1 300 4.618,246
1月 刊 生 店 と健 康 」7月 号

資料購入費

23年 03月 02日 20230802-21 1,000 4.617.246
森 四 1「凶吾用』のないときからあるとき 穴 I炊

支部 55年史」 資料購入費 森田

23年 08月 02日 20230802-27 1,972 4,615,274
際不 幸 子 畢 務 P'「 水 逼 科盆

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 08月 02日 20230802-43 6′ 571 4,608,703
琵畢 務 β,I電話 料 金 等 6月 和I用分

事務・事務所費 乾

23年 03月 02日 20230802-44 14,589 4.594,114
いぬ い友 乗司丁政 たより 302印 刷 代

広報・広聴費 乾

23年 08月 03日 20230803-28 3,960 4.590,154
藤本幸子事務所 コビー機リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 03月 03日 20230803-52 2.171 4,587,983
藤本 悪 事務所 電気代 7月 分

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 08月 07日 20230807-29 1,143 4.586.34C
藤本幸子事務所 ガス料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 08月 08日 20230808-22 1,000 4,585,840
森田 さかい民間教育保育施設連盟の懇親会
出席会費 研修費 森田

23年 08月 09日 20230809-46 6.309 41579,531
早Z畢務 F'「 刀ス料 金 '電気科 霊

事務・事務所費 乾

23年 08月 14日 20230814-34 30,000 4,549,531
杯 l爪畢 務 F'「 尿 買 9月 分

事務・事務所費 林原

23年 08月 15日 20230815-17 11.550 4.537,981
議 員 理 堅 コビー 1麗カウンター料  口歴 振膏

事務・事務所費

23年 08月 16日 20230816-35 550 4,537,431
杯 l京手 務 所

*半 心ミらら
インターネット・フロ′〈イダ_利用
7月 分 事務・事務所費 林原

23年 08月 17日 20230817-36 99,780 4,437.651
タフレット端末零

事務・事務所費 林原

23年 08月 18日 20230818-3 341,400 4,096.251
議員回事務局 8月 給与

人件費

23年 08月 18日 20230818-5 680 4,095,571
I民青新聞」

資料購入費

23年 08月 18日 20230818-6 548 4,095,023
DVD― R10不欠

資料作成費

23年 08月 18日 20230818-23 1,937 4,093,08G
蘇 田畢 務 P'「 電 気 料 金

事務・事務所費 森田

23年 08月 18日 20230818-24 680 4,092.40G
蘇 田 民膏 称 聞

資料購入費 蘇田

23年 08月 18日 20230818-37 680 4,091,726
林〕宗 民百 新 聞

資料購入費 休原

23年 08月 18日 20230818-38 2.176 4,080,550
林 l泉子務所 電気料金等

事務・事務所費 林原

23年 08月 18日 20230818-46 680 41088,870
草Z民 活新聞

資料購入費 乾

23年 08月 18日 20230818-51 33,000 4,055,870
藤本 思 事務所家賃

事務・事務所費 嫌本(憲 )

23年 08月 18日 20230818-53 680 41055,100
際不 意 民言 称 聞

資料購入費 藤本 (憲 )

23年 08月 21日 20230821-18 1,650 4,053.540
議員理堅 ′ヽソコン インターイ、ットフロ′氏イダー

ロ座振誉 事務・事務所費

23年 08月 21日 20230821-25 5,C 4,053.030
蘇 田 I字習 の 友 」9月 号

資料購入費 森田

23年 08月 21日 20230821-30 50,00C 4,003,030
藤本雫子事務所 雰賃

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 08月 21日 20230821-39 2,74, 4.000.283
林 原事務所 電話料金等 7月 利用分

事務・事務所費 林原

23年 08月 21日 20230821-40 550 31999,733
不卜原畢務 F'「 インターイヽット・フロハイダー利用

料 ぷらら 6月 分 事務 ,事務所費 林原

23年 08月 21日 20230821-47 510 3,999,223
軍Zl~子曽 の 反 」9月 号

資料購入費 乾

23年 03月 23日 20230823-31 6.133 3,993,090
藤 不 幸 子 事 務 所 電 気料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 08月 23日 20230823-32 4.219 3,988,871
藤本幸子子務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 08月 23日 20230823-33 6.006 3.982,865
藤 本幸子手務所 ネット回線使用料

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 08月 23日 20230823-54 31503 31979.362
際 不 意 畢 務 P,「 電話 科盆 等

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 08月 24日 20230824-9 4,900 3,974,462

~母
日前 聞

資料購入費

23年 08月 24日 20230824-10 10,400 3,964,062
朝 日 '日 静i新聞

資料購入費

23年 08月 25日 20230825-11 4,400 3,959,662
読 売新聞

資料購入費

23年 08月 25日 20230825-41 1,229 3,958.433
林原子務所 MにrOsoft365 Apps for buSness
利用料 (7月 分)・コピー機カウンター8月請求分 事務

・事務所費 林原

23年 08月 25日 20230825-48 65.000 3.893.433
乾事務所 雰賃

事務・事務所費 乾

23年 08月 28日 20230828-13 123,896 3,769,537
議 員 回畢 務 局 在 套 保 I更科 (畢栗工 貝子H分

'
人件費

1/2
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株式第10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 館

会派の名称・議員氏名

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、○月分事
務所賃借料など)
2「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報。広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2023年 8月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 08月 28日 20230828-15 4,054 3,765,483
7ツギーフツク・アーン(′ )ツ・ rヽ一刀―・ヘーハー
タオル 事務・事務所費

23年 08月 28日 20230828-42 563 3,764,92C
杯l宗畢務所 方ス料金8月 分及び詈報器リース
料 事務・事務所費 林原

23年 08月 29日 20230829-49 4.029 3,760,891
乾事 務 所 電話料 金 等 7月 利 用 分

事務・事務所費 串乞

23年 08月 29日 20230829-50 2,068 3,758,823
軍Z事務 所 水這料 金

事務・事務所費 乾

23年 03月 30日 20230830-16 300 3,758,523
1月 刊 生活とに原」8月 号

資料購入費

23年 08月 31日 20230831-19 9,268 3,749,256
議員把堅 電話料金 (回線使用料 )日 座振晉

事務・事務所費

23年 08月 31日 20230831-20 7.920 3,741,336
議 員世 至 ′ヽ ソコン・セ千ユリサイー 利用料

日座振替 事務・事務所費

23年 08月 31日 20230831-26 32,000 3,709,336
森 田畢 務 P,「 琢 質

事務・事務所費 森田

4.618,54℃ 前 月 繰 越 金

C 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

7.500,00(

3,790,66〔909,211 当 月 支 出 合 計

3.709,335 次 月 繰 越 金

4.618.54G 4.618.546

2/210



様式第10号 (第6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

2023年 9月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

3,709,335
印〕月 稼 魁 笠

23年 09月 01日 20230901-32 1,494 3,707,841
杯 l夙争 務 Pサ「 アJく〕巨料 金

事務・事務所費 林原

23年 09月 04日 20230904-25 3,960 3,703,881
藤本幸子事務所 コビー機リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 04日 20230904-33 6,325 3,697,556
杯 原畢 務 P,Tコビー機 リー ス代

事務・事務所費 林原

23年 09月 04日 20230904-34 7,150 3,690,406
林原事務所 印刷機リース代

事務・事務所費 林原

23年 09月 07日 20230907-26 594 3,689,812
藤不幸子弔務所 ガス料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 07日 20230907-43 3,570 3,686.242
乾 書籍「国民衛生の動向2023/2024」

資料購入費 乾

23年 09月 09日 20230909-44 990 3,685,252
乾 ファイ)レスタンド

事務・事務所費 乾

23年 09月 10日 20230910-45 8,815 3,676,437
覇手務所 カス料金・電気料金

事務・事務所費 学乞

23年 09月 11日 20230911-35 660 3,675,777
林原事務所 インターネットプロ′ヽイダー利用
料 ぷらら 8月 分 事務・事務所費 林原

23年 09月 11日 20230911-49 2,017 3,673,760
藤本 思 事務所 電気代8月 分

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 09月 15日 20230915-17 11,550 3,662.210
E議員翌量 コビー機カウンター料  口圧振替

事務・事務所費

23年 09月 19日 20230919-19 11,482 3,650,728
森田事務所 電話料金

事務・事務所費 森田

23年 09月 19口 20230919-20 1,233 3,649,495
森田事務所 水這料金

事務・事務所費 森田

23年 09月 19日 20230919-21 1,749 3,647,746
森 田事 務 P'r電 気 料 金

事務・事務所費 森口

23年 09月 20日 20230920-2 341,400 3,306,346
議員回事務局 9月 給与

人件費

23年 09月 20日 20230920-4 300 3,306,046
1月 千り 生 ,舌と健 康 」9月 号

資料購入費

23年 09月 20日 20230920-5 680 3,305,366
「民青新聞」

資料購入費

23年 09月 20日 20230920-18 1,650 3,303,716
議員控堅 ′ヽソコン インターネットプロ′ヽイ
ダー ロ座振替 事務・事務所費

23年 09月 20日 20230920-22 680 3,303,036
森 田 民吾 新 聞

資料購入費 森田

23年 09月 20日 20230920-27 6,855 3,296,181
藤本幸子事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 20日 20230920-28 4,219 3,2911962
藤本幸子事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 20日 20230920-36 30,000 3,261,962
林 l京票 務 所 雰賃 10月 分

事務・事務所費 林原

23年 09月 20日 20230920-37 680 3,261,282
林原 民青新聞

資料購入費 林原

23年 09月 20日 20230920-38 2,778 3,258,504
林原事務所 電話料金等 8月 利用分

事務・事務所費 林原

23年 09月 20口 20230920-46 680 3,257,821
早Z民吾新聞

資料購入費 乾

23年 09月 20日 20230920-50 680 3,257,144
月yた不 慧 民言 予)ヤ聞

資料購入費 藤本 (憲 )

23年 09月 21日 20230921-23 510 3,256,634
緑田 「学習の友」10月 号

資料購入費 森田

23年 09月 21日 20230921-39 2.534 3,254,100
林原事務所 電気料金

事務・事務所費 林原

23年 09月 21日 20230921-47 510 3,253,590
早ZI字 習 の 友 」10月 号

資料購入費 乾

23年 09月 22日 20230922-29 50,000 3,203.590
際不 幸 十 畢 務 P,Tス 頁

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 25回 20230925-7 4,900 3,198,690
毎日新聞

資料購入費

23年 09月 25日 20230925-8 4,400 3,194,290
覇 死 新 聞

資料購入費

23年 09月 25日 20230925-48 65,000 3,129,290
豆 手 務 P'「 累 貫

事務・事務所費 乾

23年 09月 25日 20230925-51 3,754 3,125,536
藤本 思 事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 09月 26日 20230926-10 10,400 3,115,136
軍月日・日経新聞

資料購入費

23年 09月 26日 20230926-40 563 3,114,573
林原事務所 ガス料金9月 分及び警報器リー
ス料 事務・事務所費 林原

23年 09月 26日 20230926-41 90,000 3,024,573
林 原 ′ヽ ソコン

事務・事務所費 林原
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様式第可0号 (第6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 1「内容」欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、O月 分事
務所賃借料など)
2r項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2023年 9月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 09月 27日 20230927-13 52,921 2,971,652
議 員 回 争 務 局 社 会 保 ‖貫料 く畢 粟 王 貝 程 分

'
人件費

23年 09月 27日 20230927-30 6,006 2,965,646
藤本辛子事務所 ネット回線便用料

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 28日 20230928-42 1,229 2,964,417
林原事務所 MにrOsoft365 Apps for
bushess利 用料 (3月 分)・コピー機カウンター 事務

・事務所費 林原

23年 09月 23日 20230928-52 33,000 2,931,417
藤本 慧 事務所家貿

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 09月 29日 20230929-16 4,132 2,927,285
コビー 用 紙・ホワイトボー ド用 ベン話 め 否 えイ

ンク・輪ゴム 事務・事務所費

23年 09月 29日 20230929-24 32,000 2.395,285
森日事務所 家賃

事務・事務所費 森田

23年 09月 30日 20230930-31 1,685 2,893,600
藤本辛子事務所 水這料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 09月 30日 20230930-53 3,0011 2,890,600
藤本 憲 10/29実施予定市政報告 会場費

広報・広聴費 藤本 (憲 )

3,709,335 前 月 繰 越 金

0 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

7,500,000

4,609,400818,735 当 月 支 出 合 計

21890,600 次 月 繰 越 金

3,709,335 3,709,335
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様式第10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

2023年 10月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 警理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

21800,600
副 月 繰 避 金

23年 10月 02日 20231002-23 7920 2,882,680
議員控室 ′ヽソコン・セキュリティー利用料
口座振替 事務・事務所費

23年 10月 03日 20231003-29 2.280 2,880,400
森田 |いつでも元気」4月 号 ～9月 号

資料購入費 森 田

23年 10月 03日 20231003-46 31960 2,876,440
際不 幸 子 事 務 所 コビー 機 リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 10月 03日 20231003-61 6,325 2,870,115
林原事務所 コピー機リース代

事務・事務所費 林原

23年 10月 03日 20231003-62 7150 2.862,965
林原事務所 印刷機リース代

事務・事務所費 林原

23年 10月 03日 20231003-63 12 2.862,953
林原事務所 ガス料金 9月 分

事務・事務所費 林原

23年 10月 04日 20231004-87 3,884 2.859,069
穏事務所 電話料金等 8月 利用分

事務・事務所費 乾

23年 10月 05日 20231005-1 224.500 2,634,569
10/2324議 員団視察旅費

調査研究費

23年 10月 06日 20231006-30 8,400 2.626,169
森田 市政報告No15発送費

広報・広聴費 森田

23年 10月 07日 20231007-88 6.480 2,619,689
穏事務所 ガス料金・電気料金

事務・事務所費 乾

23年 10月 10日 20231010-47 632 2,619,057
藤不幸子事務所 ガス料金

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 10月 10日 20231010-103 20,590 2.598,467
Hヽ不 思 ′ヽソコン・ソフト(バワボイント)

事務・事務所費 藤本(憲 )

23年 10月 10日 20231010-104 10,400 2.588,067
藤本 憲 市政報告ニュース

広報。広聴費 藤本 (憲 )

23年 10月 10日 4.500,00C 7.088,067
政務活動貢 10月 ～ 12月 分

23年 10月 13日 20231013-105 1,782 7,086.285
藤不 承 事務所 電気代9月 分

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 10月 15日 20231015-2 1,350 7,084,935
10/23-24議 員回視察 視察先・手生産代

調査研究費

23年 10月 15日 20231015-3 4.681 7,080,254
10/23-24議 員団視察 視察先・手生産代

調査研究費

23年 10月 15日 20231015-106 10,000 7.070,254
藤本 悪 10/15実施 市政報告会場責

広報・広聴費 藤本 (憲 )

23年 10月 16日 20231016-24 17.264 71052,990
議員翌Ξ コビー機カウンター料  口圧振管

事務・事務所費

23年 10月 18日 20231018-5 300 7,052,690
1月 千」 生君と健康 」10月 号

資料購入費

23年 10月 18日 20231018-31 9,484 7,043,206
森田事務所 電話料金

事務・事務所費 森田

23年 10月 18日 20231018-32 8.544 7.034,662
森田事務所 電話料金

事務・事務所費 森 田

23年 10月 18日 20231018-33 1,597 7,033,065
森田事務所 電気料金

事務・事務所費 森 田

23年 10月 18日 20231018-48 6,141 7.026,924
藤不幸子事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 10月 18日 20231018-40 4,210 7,022,705
際 不幸子事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 10月 10日 20231019-64 2,330 7,020,175
林原 市政報告印刷代

広報・広聴費 林原

23年 10月 20日 20231020-6 341,400 6,678,775
I:義員回事務局 10月 給与

人件費

23年 10月 20日 20231020-8 680 6,678.095
I民吾新 聞」

資料購入費

23年 10月 20日 20231020-25 1,650 6,676.445
議員翌堅 パソコン インターネットプロバイ
ダー ロ座振替 事務・事務所費

23年 10月 20日 20231020-34 680 6.675,765
森 田 民音新間

資料購入費 森田

23年 10月 20日 20231020-65 68C 6.675,085
林原 民青新聞

資料購入費 林原

23年 10月 20日 20231020-66 2,208 6,672,877
林原事務所 電気料金

事務・事務所費 林原

23年 10月 20日 20231020-67 140 6,672,737
林原 障審のある人の暮らし・生活の場を考え
る集会 参加交通費(」 R堺市駅⇒三国ケ丘 研修費 林原

23年 10月 20日 20231020-68 360 6,672,377
林原 障害のある人の暮らし・生活の場を考え
る集会 参加交通費 (南海・三国ヶ丘駅→栂・ 研修費 林原

23年 10月 20日 20231020-69 360 6,672,017
林l泉 暉吾のある人の碁らし・生活の場を考え
る集会 参加交通費 (栂・美木多駅⇒南海・三

研修費 林原

23年 10月 20日 20231020-70 140 6,671,877
T不ltt F軍習のある人の暑らし・生活の場を考え
る集会 参加交通費 (三国ヶ丘駅⇒」R堺市 研修費 林原

23乍 10月 20日 20231020-89 680 6,671,197
乾 民吾新聞

資料購入費 乾

23年 10月 20日 20231020-90 12,517 6.658,680
いぬい友美市政たより 303印刷代

広報・広聴費 乾

23年 10月 20日 20231020-107 680 6.6581000
藤 本 悪 民青新 聞

資料購入費 藤本 (憲 )
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様式第10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称 ,議員氏名

2023年 10月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 10月 20日 20231020-108 33,000 6.625,000
藤 本 悪 事務所累質

事務・事務所費 (憲 )

23年 10月 23日 20231023-35 290 6.624,710
森田 視察旅費 南海高野線 堺東駅⇒難波
駅 調査研究費 森田

23年 10月 23日 20231023-36 650 6,624,060
森田 視祭旅賢 ′くス なんば駅前→大阪翌
港

調査研究費 森 田

23年 10月 23日 20231023-37 1.200 6.622,860
森田 税綴派賃 原浜急行バス 羽田聖港⇒

海浜幕張駅
調査研究費 森 田

23年 10月 23日 20231023-38 2,120 6.620,740
森田 視察旅費 海浜幕張駅→大原駅

調査研究費 森田

23年 10月 23日 20231023-39 2,930 6.617.81C
森田 視察旅費 大原駅→品川駅

調査研究費 森田

23年 10月 23日 20231023-50 290 6.617.520
藤本幸子 視纂旅費 百海百野線 堺東駅→

難波駅
調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 23日 20231023-51 650 6.616,870
藤本幸子 視零旅費 ′ヽス なんば駅副→大
阪空港

調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 23日 20231023-52 1,200 6.615,670
藤本幸子 視察旅費 京浜急行バス 羽田空
港⇒海浜幕張駅

調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 23日 20231023-53 2,120 6,613.550
藤本幸子 視寮旅費 海浜幕張駅⇒大原駅

調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 23日 20231023-54 2.980 6.610,620
藤 本幸子 視纂旅費 大原駅→ 品川駅

調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 23日 20231023-71 290 6.6101330
林原 視祭旅責 面海冨里予線 堺票謗民→難双
駅

調査研究費 林原

23年 10月 23日 20231023-72 650 6.609,680
林l宗 税票脈賃 ′`ス なんlよ駅副→穴限聖
港

調査研究費 林原

23年 10月 23日 20231023-73 1,200 6.608,480
林原 視察旅費 京浜急行バス 羽田空港⇒

海浜幕張駅
調査研究費 林原

23年 10月 23日 20231023-74 2,120 61606,860
林原 視寮旅費 海浜幕張駅→大原駅

調査研究費 林原

23年 10月 23日 20231023-75 2,930 6.603,430
林原 視祭旅費 大原駅→品川駅

調査研究費 林原

23年 10月 23日 20231023-91 290 61603,140
穏 視寮旅費 雨海高野線 堺買駅 →難淑駅

調査研究費 乾

23年 10月 23日 20231023-92 650 6.602,49C
乾 視察旅費 ′ヽス なんば駅前→大阪空港

調査研究費 乾

23年 10月 23日 20231023-93 1,200 6,601.29C
乾 視察旅費 京浜急行バス 羽田空港⇒海
浜幕張駅 調査研究費 乾

23年 10月 23日 20231023-94 1,170 6,600,120
乾 視纂旅費 海浜幕張駅→大原駅 (乗軍
券)

調査研究費 乾

23年 10月 23日 20231023-95 950 6,599,170
乾 イ見雲脈質 海浜尋張駅⇒六l宗将尺(十守急目
由席)

調査研究費 乾

23年 10月 23日 20231023-96 2,930 6,506.240
乾 視察旅費 大原駅⇒品川駅

調査研究費 乾

23年 10月 23日 20231023-109 290 6.595,950
藤本 憲 視察旅費 南海高野線 堺東駅⇒

難波駅
調査研究費 藤本 (憲 )

23年 10月 23日 20231023-110 650 6.595,300
藤本 思 視寮旅費 ′ヽス なんば駅前⇒大
阪空港 調査研究費 藤本 (憲 )

23年 10月 23日 20231023-111 11200 6,504,100
藤本 悪 視要旅費 京浜急行バス 羽田聖
港→海浜幕張駅

調査研究費 韓本(憲 )

23年 10月 23日 20231023-112 2,120 6.591,980
藤 本 悪 視綴旅費 海浜幕張駅 ⇒大 l泉培尺

調査研究費 藤本 (憲 )

23年 10月 ?3日 20231023-113 21930 6.589,050
藤本 承 税票脈質 大 l汚ミ駅→ 品川埼尺

調査研究費 藤本(憲 )

23年 10月 24日 20231024-9 4,900 6,584,150

~母
日新 聞

資料購入費

23年 10月 24日 20231024-40 310 6,583,840
森田 視察旅費 品川駅→大門駅

調査研究費 森田

23年 10月 24日 20231024-41 550 6,583,200
森田 視零旅費 大門駅⇒羽田盟I番第―ター

ミナル駅
調査研究費 森 田

23年 10月 24日 20231024-42 650 6.582.640
森 田 視 綴 脈 質 ′ヽ ス 大 阪 堅 ィる ⇒ なん ば百尺

同u
調査研究費 森 田

23年 10月 24日 20231024-43 290 6,582.35C
森田 視寮旅費 南海高野線 難波駅→堺東
駅 調査研究費 森田

23年 10月 24日 20231024-44 510 6,581,340
森田「学習の友」11月号

資料貝毒入費 森田

23年 10月 24日 20231024-55 310 6.581,530
藤本幸子 視察旅費 品川駅⇒大門駅

調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 24日 20231024-56 550 6.5801980
藤本幸子 視察旅費 大門駅⇒羽田空港第
一ターミナル駅

調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 24日 20231024-57 650 6,580,330
藤本幸子 視雲旅費 ′ヽス 大阪蜜活⇒なん

ば駅前
調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 24日 20231024-58 200 6.5801040
藤本幸子 視票旅費 雨,毎高野緑 難波駅⇒

堺東駅
調査研究費 藤本 (幸 )

23年 10月 24日 20231024-76 310 6,579,730
林原 視寮旅費 品川駅⇒大門駅

調査研究費 林原

23年 10月 24日 20231024-77 550 6.579,18C
林原 視察旅費 大門駅⇒羽田空港第一ター

ミナル駅
調査研究費 林原

23年 10月 24日 20231024-78 650 6,578.530
林原 視雲旅費 ′ヽス 大阪空港⇒なんば駅

同|!
調査研究費 林原

2/3
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年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 10月 24日 20231024-79 290 6.578,240
林 l宗 税要脈賃 再潟局堅́線 棗E波駅 ⇒堺泉

駅
調査研究費 林原

23年 10月 24日 20231024-80 97.879 6.480,361
林原 ′くソコン・ソフト o「 ice
home&Bussiness 2021 事務・事務所資 林原

23年 10月 24日 20231024-97 310 6,480,051
乾 視察旅費 品川駅→大門駅

調査研究費 乾

23年 10月 24日 20231024-98 550 6,479,501
乾 視察旅費 大門駅⇒羽田空港第一ターミ

ナル駅
調査研究費 乾

23年 10月 24日 20231024-99 650 6,478.351
乾 視寮旅賢 ′{ス 大阪空港→なんば駅副

調査研究費 乾

23年 10月 24日 20231024-100 290 6.478.561
乾 視零旅貢 百海高野線 難波駅→堺票駅

調査研究費 乾

23年 10月 24日 20231024-101 510 6,4781051
乾 「学習の友」11月 号

資料購入費 乾

23年 10月 24日 20231024-114 310 6,477,741
藤本 患 視察旅費 品川駅⇒大門駅

調査研究費 藤本 (憲 )

23年 10月 24日 20231024-115 550 6,477,191
藤本 思 視察旅費 大門駅→羽田聖1'る第一
ターミナル駅 調査研究費 藤本 (憲 )

23年 10月 24日 20231024-116 650 6.476.541
藤本 悪 視纂旅費 ′ヽス 大阪聖港⇒なん

ば駅前
調査研究費 藤本 (憲 )

23年 10月 24日 20231024-117 290 6,476,251
藤本 悪 視票旅賢 両海肩野静景 難沢駅→

堺東駅
調査研究費 藤本(憲 )

23年 10月 25日 20231025-11 10,400 6.465,851
朝日・日経新聞

資料購入資

23年 10月 25日 20231025-12 4,400 6,461,451
読売新聞

資料購入費

23年 10月 25日 20231025-59 61006 6,455,445
藤本幸子事務所 ネット回線使用料

事務,事務所費 藤本 (幸 )

23年 10月 25日 20231025-31 2,765 6,452,680
林 原事 務所 電話料金等 9月 利用分

事務・事務所費 林原

23年 10月 25日 20231025-102 65,000 6,387,680
乾事務所 家賃

事務・事務所費 乾

23年 10月 26日 20231026-26 2,100 6,385,580
議員回事務局雇用職員・福利厚生 SCKサー
ビスセンター会費10月 ～12月 分 口座振替

人件費

23年 10月 26日 20231026-82 101000 6,375,58C
林原 地球環境市民会議I脱炭素にむけて目
治体の取り組み」10/27・ 11/14参加費

研修費 林原

23年 10月 27日 20231027-60 50,000 6,325,580
藤本幸子事務所 累賃

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 10月 27日 20231027-83 30,000 6.295.580
林原事務所 家賃11月 分

事務・事務所費 林原

23年 10月 27日 20231027-84 439 6,295,141
林原事務所 BttiMo光 インターネット使用料

事務・事務所費 林原

23年 10月 3ヽ 日 20231031-16 52,921 6.242,220
議員回事務局 社会保険料 (事業主負担分 )

人件費

23年 10月 31日 20231031-18 4,200 6.238.020
「全国展業新聞」(2023・ 04～ 2023・ 09)

資料購入資

23年 10月 31日 20231031-27 9.268 6.228,752
議員翌

~二
電話料金 (回や景便用料)口

「

坐張

替
事務・事務所費

23年 10月 31日 20231031-28 71920 6,220,832
議員控室 パソコン・セキュリティー利用料
口座振替

事務・事務所費

23年 10月 31日 20231031-45 32,000 6.ヽ 88,83つ
森田事務所 家賃

事務・事務所費 森田

23年 10月 31日 20231031-85 1,494 6,187.338
林原事務所 水道料金

事務・事務所費 林原

23年 10月 31日 20231031-86 1,229 6.186,100
林原事務所 MttrOso■ 865 Apps for
buSness利 用料 (9月 分)・コピー機カウンター

事務・事務所費 林原

23年 10月 31日 20231031-118 3.434 6,182,675
藤本 憲 事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (憲 )

2.890,600 前 月 繰 越 金

4,500.000 当 月 収 入 合 計
当月までの収入

累 計

当月までの支出

累 計

12,000,000

5,317,325112071925 当 月 支 出 合 計

6.182,675 次 月 繰 越 金

7.390,600 7.390,600

様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称'議員氏名

備考 1「内容J欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、○月分事

務所賃借料など)
2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活

動費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要

請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

2023年 10月

日本共産党堺市議会議員団
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様式第10号 (第6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

2023年 11月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

6,182.675
前 月 繰 遣虫 金

23年 11月 01日 20231101-44 3,650 6,179,025
乾事務所 電話料金等 9月利用分

事務・事務所費 乾

23年 11月 01日 20231101-45 1,829 6,177,196
乾事務所 水道料金

事務・事務所費 乾

23年 11月 06日 20231106-29 3,960 6,173,236
藤本幸子事務所 コビー機リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 11月 06日 20231106-36 6,325 6,166,911
林原事務所 コビー機リース代

事務・事務所費 林原

23年 11月 06日 20231106-37 7.150 6,159,761
林原事務所 印刷機リース代

事務・事務所費 林原

23年 11月 07日 20231107-30 674 6,159,087
藤本幸子事務所 ガス料金

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 11月 08日 20231108-51 3,580 6,155,507
藤本 憲 11/19市 政報告会 案内チラシ Fロ

刷代
広報・広聴費 藤本 (憲 )

23年 11月 10日 20231110-52 1,062 6,154,445
藤本 思 事務所 電気代 10月 分

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 11月 12日 20231112-46 6,021 6,148,424
乾事務所 ガス料金・電気料金

事務・事務所費 乾

23年 11月 14日 20231114-24 1,233 6,147,191
森田事務所 水道料金

事務・事務所費 森田

23年 11月 14口 20231114-25 1,024 6,146,167
森田事務所 電気料金

事務・事務所費 森田

23年 11月 4ヽ日 20231114-47 12,517 6,133,650
いぬい友美市政たより 304印刷代

広報,広聴費 転

23年 11月 15日 20231115-2 300 6,133,350
I月 干u生活と健康」11月 号

資料購入費

23年 11月 15日 20231115-20 15,877 6,117,473
議員狸霊 コビー機カウンター料  口圧振膏

事務・事務所費

23年 11月 17日 20231117-31 50,000 6,067,473
藤本幸子事務所 家賃

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 11月 20日 20231120-3 341,400 5,726,073
議員回事務局 11月 給与

人件費

23年 11月 20日 20231120-5 680 5,725,393
「民青新聞」

資料購入費

23年 11月 20日 20231120-21 1,650 5,723,743
議員γェコ堅 パソコン インターネットプロ′ヽイ
ダー ロ座振管 事務・事務所費

23年 11月 20日 20231120-26 680 5,723.063
森 日 民青 新 聞

資料購入費 森田

23年 11月 20日 20231120-38 30,000 5,693,063
林原事務所 家賃12月 分

事務・事務所費 林原

23年 11月 20日 20231120-39 680 5,692,383
林原 民青新聞

資料購入費 林原

23年 11月 20日 20231120-40 2,092 5,690,291
林原事務所 電気料金

事務・事務所費 林原

23年 11月 20日 20231120-48 680 5,689,611
花 民青新聞

資料購入費 乾

23年 11月 20日 20231120-53 680 5,688,931
藤本 悪 民晋新岡

資料購入費 藤本(憲 )

23年 11月 21日 20231121-41 3,766 5,685,165
杯 l京要 粉 所 電 話 料 金 等 10月 利 用分

事務・事務所費 林原

23年 11月 21日 20231121-54 33,000 5,652,165
藤不 厭 畢 務 所 写 質

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 11月 22ロ 20231122-22 27,940 5,624.225
議員回控室 複合機 リース料 (1回 目・2回

日) 事務・事務所費

23年 11月 22日 20231122-32 3,617 5,620,608
藤本幸子事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 11月 22日 20231122-33 4,219 5,616,389
藤本幸子亭務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 11月 22日 20231122-34 6,006 5,610,383
藤本雫子事務所 ネット回線便用料

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 11月 24口 20231124-7 4,900 5,605,483
毎 日新 聞

資料購入費

23年 11月 24ロ 20231124-8 4,400 5,6011083
読売新聞

資料購入費

23年 11月 24日 20231124-27 550 5,600,533
森田 「学習の友」12月 号

資料購入費 森田

23年 11月 24日 20231124-49 550 5,599,983
乾「学習の友」12月 号

資料購入費 乾

23年 11月 25日 20231125-50 65,000 5,534,983
乾事務所 累質

事務・事務所費 乾

23年 11月 27日 20231127-9 10,400 5,524,583
朝日・日経新聞

資料購入費
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様式第10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 雪「内容」幅には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、○月分事
務所質借料など)
2「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費～④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報"広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2023年 11月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 11月 27日 20231127-42 439 5,524,144
林 原 子 務 所 BttiMo光 インター イヽット便 用 料

事務・事務所費 林原

23年 11月 23日 20231128-11 52,921 5,471,223
議員図事務局 社会保険料 (事業主負担分 )

人件費

23年 11月 28日 20231128-12 768,900 4,702,323
市丁文封賠舌 No15

広報・広聴費

23年 11月 28日 20231128-13 193,600 4,508,723
2024年度予算要望書

広報・広聴費

23年 11月 29日 20231129-14 31,845 4.476,878
DocuWorks(ス キヤンー・OCR用ソフト)及び
振込手数料 事務・事務所費

23年 11月 29日 2023ヽ 129-35 1,781 4,475,097
藤本幸子事務所 水道料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 11月 29日 20231129-43 1,643 4,473.45η
林原事務F,予 MicrOsoft365
bushess利用料 (10月 分)

Apps for
コピー機カウン 事務

・事務所費 林原

23年 11月 29日 20231129-55 3.584 4,469,870
藤本 憲 事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本(憲 )

23年 11月 30日 20231130-19 8,082 4,461,788
コピー用紙・レパーファイル・ホテキス針・テー
プのり・ペーパータォル 事務・事務所費

23年 11月 30日 20231130-23 10,798 4,450,990
議員控室 コピー機カウンター料/′ ソヽコン・セ
キュリティー利用料 口座振替 事務・事務所費

23年 11月 30日 20231130-28 32,000 4,418,990
森田事務所 家質

事務・事務所費 森田

6,182,675 前 月 繰 越 金

0 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

12,000,000

7.581,0101,7631685 当 月 支 出 合 計

4,418,990 次 月 繰 越 金

6,182,675 6,182,675
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様式第10号 (第6条関係 )

会 計 巾長 簿

会派の名称・議員氏名

2023年 12月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

4.418,990
同1月 F果 選 霊

23年 12月 01日 20231201-50 3.681 4,415,309
乾事務所 電話料金等 10月 利用分

事務・事務所費

23年 12月 02日 20231202-25 2,230 4,413,029
森田 「いつでも元気」2023年 10月 号～2024年
3月 号 購読料

資料購入費 森田

23年 12月 04日 20231204-32 3,960 4,409,069
藤本幸子事務所 コピー機リース代

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 12月 04日 20231204-38 6,325 4,402,741
林原事務所 コビー機リース代

事務・事務所費 林原

23年 12月 04日 20231204-39 7,150 4,395,594
林原事務所 印刷機リース代

事務・事務所費 林原

23年 12月 07日 20231207-33 1,225 4.394,369
藤本幸子事務所 ガス料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 12月 07日 20231207-56 320 4,393.549
藤本 思 12/23市 政報告会 会場受 堺市立
青少年センター

広報・広聴費 藤本 (窓 )

23年 12月 03日 20231208-1 626,040 3,767,509
議員回事務局 冬期一時金

人件費

23年 12月 08日 20231208-26 91116 3,758,393
森田 電話料金等 11月 分

事務・事務所費 森田

23年 12月 03日 20231208-51 5,445 3,752,948
乾事務所 ガス料金・電気料金

事務・事務所費 乾

23年 12月 08日 20231208-57 22,980 3,729,968
藤本 憲 事務所 デスクトップパソコン及びソ
フトオフィス2021

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 08日 20231208-58 375 3,729,593
藤本 思 事務所 ′ヽソコン用ディスプレイ接
続HDMIケーブル 事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 13日 20231213-27 1,353 3,728,240
森田事務所 電気料金

事務・事務所費 森田

23年 12月 13ロ 20231213-28 16.500 3,711,740
森田 日本教育新聞2023年 12月 ～2024年 5月

資料購入費 森田

23年 12月 14日 20231214-5 2,460 3,709,280
新婦入しんぶん 2023年 7月 ～12月 晴説料

資料購入費

23年 12月 14口 20231214-40 820 3,708,460
林原 新婦人しんぶん 2023年 11月 12月 踊
読料

資料購入費 林原

23年 12月 15日 20231215-21 33,660 3,674,800
a磯員狸星 ′ヽソコン保守料  口歴振督

事務・事務所費

23年 12月 15日 20231215-59 1,005 3,673,795
藤本 憲 事務所 電気代11月 分

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 15日 20231215-60 33,000 3,640,795
藤本 憲 事務所家賃

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 15日 20231215-61 2,549 3,638,246
藤本 憲 事務所 Wiロルーター

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 17口 20231217-62 8,220 3,630,026
藤本 憲 市政報告会 12/231/21 案内チラン 印刷代

広報・広聴費 藤本 (憲 )

23年 12月 18日 20231218-52 2,500 3,627.526
乾 面工新聞 8月 ～12月 踊読料

資料購入費 乾

23年 12月 19日 20231219-41 2,19G 3,625,330
林原事務所 電気料金

事務・事務所費 林原

23年 12月 20日 20231220-6 341,400 3,283,930
議員回事務局 12月 給与

人件費

23年 12月 20日 20231220-8 680 3,283,250
「民青新聞」

資料購入費

23年 12月 20日 20231220-9 300 3,282,950
「月刊 生活と健康」12月 号

資料購入費

23年 12月 20日 20231220-22 1,650 3,281,300
議員
ダー
狸星 パソコン インターネットフロ′ヽイ
ロ座振替

事務・事務所費

23年 12月 20日 20231220-29 680 3,280,620
森田 民吾新聞

資料購入費 森田

23年 12月 20日 20231220-34 50,000 3.230,620
藤本幸子事務所 家賃

事務・事務所費 藤本(幸 )

23年 12月 20日 20231220-35 4,252 3,226,368
藤本幸子事務所 電気料金

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 12月 20日 20231220-36 4,219 3,222.149
藤本幸子事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 12月 20日 20231220-42 30,000 3,192.149
林原事務所 票賃 1月 分

事務・事務所費 林原

23年 12月 20日 20231220-43 680 3,191,469
林原 民青新聞

資料購入費 林原

23年 12月 20日 20231220-44 2,778 3,188,691
林原事務所 電話料金等 11月 利用分

事務・事務所費 林原

23年 12月 20日 20231220-53 680 3,188,011
乾 民青新聞

資料購入費 乾

23年 12月 20日 20231220-63 680 3,187.331
藤本 憲 民青新聞

資料購入費 藤本(憲 )

1/2
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様式第10号 (第6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 可「内容」欄には、収入又は支出の内容を記戦する。(政務活動費○期分受入れ、O月分事
務所賃借料など)
2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記戦する。(次の番号の記戦でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務口事務所費)

2023年 12月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

23年 12月 20日 20231220-64 23,300 3,1631531
藤本 憲 プロジエクター用スクリーン(市政報
告用)

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 20日 20231220-65 47.400 3,116,131
藤本 思 プロジエクター (市政報告用 )

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 22日 20231222-11 10,400 3,105,731
朝日・日経新聞

資料購入費

23年 12月 22日 20231222-23 13,970 3,091,761
議員回控堅 榎合機 リース料 (3回 目)

事務・事務所費

23年 12月 22日 20231222-30 9,020 31082,741
森田 電話料金等 12月 分

事務・事務所費 森田

23年 12月 22日 20231222-54 12,517 3,070.224
いぬい友美市政たより 401印刷代

広報・広聴費 転

23年 12月 22日 20231222-66 3,379 3,066,345
藤本 憲 事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本 (憲 )

23年 12月 23日 20231223-45 4,000 3,062,845
林原 いつでも元気 2024年 2月号～2025年 1

月号
資料購入費 林原

23年 12月 25日 20231225-13 4,900 3,057,945
毎日新聞

資料購入費

23年 12月 25口 20231225-14 4,400 3,053,545
説死新聞

資料購入費

23年 12月 25日 20231225-55 65,000 2,988,545
乾事務所 家賃

事務・事務所費 乾

23年 12月 26日 20231226-37 6,006 2,982,539
藤本幸子事務所 ネット回線使用料

事務・事務所費 藤本 (幸 )

23年 12月 26日 20231226-46 1,494 2,981,045
林原事務所 水道料金

事務・事務所費 林原

23年 12月 27日 20231227-47 439 2,980,606
林原事務所 Btt Mo光インターネット使用料

事務・事務所費 林原

23年 12月 27日 20231227-48 1,229 2,979,377
林原事務所 MbrOsoft365 Apps for
buSness利 用料(11月 分)・コピー機カウン

事務・事務所費 林原

23年 12月 27日 20231227-49 1,196 2,978,181
林原 市政報告(追加)印刷代 及び 振込
手数料

広報・広聴費 林原

23年 12月 27日 20231227-67 29,980 2,948,201
藤本 思 ′ヽソコンソフト・オフイス (樫堅パソコ

ン用 )
事務・事務所費 藤本(憲 )

23年 12月 28日 20231228-16 52,921 2,895,280
議員回事務局 社会保険料 (事業主負担分)

人件費

23年 12月 28日 20231228-18 49,000 2,346,280
自治体問題研究所 会貴5名分(2023年 5月 ～
12月 )

研修費

23年 12月 28日 20231228-20 6,960 2,839,320
「日中友好新聞」2023・ 7～ 2024・6隠口元料

資料購入費

23年 12月 28日 20231228-24 6,000 2,333.320
「商工新聞」2023年 1月 ～12月 R百読料

資料購入費

23年 12月 28日 20231228-31 32,000 2,301,320
森田事務所 家賃

事務・事務所費 森田

4.418,990 前 月 繰 越 金

0 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

12.000,000

9,198,6801,617,670 当 月 支 出 合 計

2,801,320 次 月 線 越 金

4,418,990 4,418,990

2/219
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様式第10号 (第 6条関係)

会 計 娘 簿

会派の名称・議員氏名

2024年 1月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 妻理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

24年 01月 24日 20240124-18 41900 6,736,369
毎 日新 聞

資料購入資

24年01月 24日 20240124-10 300 6.736.069
「月刊 生活と健康」1月 号

資料購入費

24年 01月 24日 20240124-43 550 6,735,519
森田「学習の友」2月号

資料購入費 森田

24年 01月 24日 20240124-49 6.660 6.728,859
藤不幸子手務所 電員料金

事務・事務所費 藤本(幸 )

24年01月 24日 20240124-50 4,219 6,724,640
藤本幸子事務所 電話料金等

事務・事務所費 藤本(幸 )

24年 01月 24日 20240124-31 6,006 6,718,634
藤本幸子事務所 ネット回線使用料

事務・事務所費 藤本 (幸 )

24年 01月 24日 20240124-73 550 6,718,084
乾 1学習の友」(2月号 )

資料購入費 乾

24年 01月 25日 20240125-21 4,400 6,713,684
罰 死新 聞

資料購入費

24年01月 25日 20240125-52 50,000 6,663,684
藤本幸子事務所 家質

事務・事務所費 藤本(幸 )

24年 01月 25日 20240125-74 65,000 6,598,684
乾事務所 家質

事務・事務所費 乾

24年 01月 26日 20240126-35 2,100 6,596.584
議員回事務局雇用職員・福利

'早

生 SCKサー
ビスセンター会費1月 ～3月 分 口座振替

人件費

24年 01月 26日 20240126-61 4,281 6,502,303
林原事務所 コビー機用浄五代

事務・事務所費 林原

24年01月 26日 20240126-62 27,610 6,564,693
林l魚尋務P'T RISOインク代・マスター代友びコ

ピー機カウンター料
事務・事務所費 林原

24年 01月 26日 20240126-63 679 6.564,014
林原事務所 Mttrosoft365 Apps for
buSnoss利 用料(12月 分) 事務・事務所費 林原

24年 01月 29日 20240129-24 150,357 6,413,657
議員回事務局 社会保険料 (事業主負担分 )

人件費

24年 01月 20日 20240129-28 4,389 6,409,268
コビー用紙

事務・事務所費

24年01月 29日 20240129-64 439 6,408,829
林 原子 務所 BiZiMo光 インダーイヽット便用料

事務・事務所費 林原

24年 01月 30日 20240130-29 9,545 6,390,284
USB― CデジタルAVアダプター及び振込手
数料 事務・事務所費

24年 01月 30日 20240130-30 1,223 6,398,061
HDMIケープル 及び振込手数料

事務・事務所費

24年 01月 30日 20240130-80 3,300 6,394,761
藤本 思 事務所 電話料金零

事務・事務所費 藤本(憲 )

24年01月 30日 20240130-81 1,870 6,392,891
藤本 思 暮籍Iマイノリテイテサイン丁弱さ』を
生かせる社会をつくろう」

資料購入費 藤本(憲 )

24年01月 31日 20240131-36 15,790 6,377,101
蔵員翌至 コビー概カウンター料/′ ソヽコン・セ

キュリティー利用料  口座振昔 事務・事務所費

24年 01月 31日 20240131-44 8,562 6,368,539
森田 電話料金等 1月 分

事務・事務所費 森田

24年 01月 31日 20240131-45 32,000 6,336,539
森田事務所 家質

事務・事務所費 森田

24年 01月 31日 20240131-53 1,925 6,334,614
藤本幸子事務所 水道料金

事務・事務所費 藤本(幸 )

2,801,32C 前 月 繰 越 金

4,500,000 当 月 収 入 合 計
当月までの収入

累 計

当月までの支出
累 計

16.500,000

10,165,386066,706 当 月 支 出 合 計

6,334,614 次 月 繰 越 金

7.301.320 7.301,320

備考 1『内容J欄には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、○月分事
務所賃借料など)
2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載ナる。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請,陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、②広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

2/221
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様丈第10号 (第 6条関係)

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 lr内容J欄には、収入又は支出の内容を記戦する。(政務活動費○期分受入れ、O月分事
務所賃借料など)
2「項目J欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載する。(次の番号の記戦でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2024年 2月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 警理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

24年 02月 26日 20240226-9 10,400 5,466,981
朝 日 '日 椎 新 聞

資料購入費

24年 02月 26日 20240226-10 41400 5,462.581
読売新聞

資料購入費

24年 02月 26日 20240226-36 50,000 5,412,581
藤本幸子票務所 家質

事務・事務所費 藤本 (幸 )

24年 02月 27日 20240227-13 52,921 5,359,660
議員回事務局 社会保 F良料 (野菜三負担分 )

人件費

24年 02月 27日 20240227-15 4,484 5,355,17G
スティックのり・フラットフアイル・マグネット・ハ
ンドソープ 事務,事務所費

24年 02月 27日 20240227-43 439 5,354,737
林原事務所 BttiMo光 インターネット使用料

事務・事務所費 林原

24年 02月 27日 20240227-56 3158G 5,351,151
藤本 思 事務所 電話料金琴

事務・事務所費 藤本 (憲 )

24年 02月 28日 20240228-16 1,175,900 4,175,251
雨 政 報 告 No16

広報・広聴費

24年 02月 28日 20240228-17 300 4,174,951
「月刊 生活と健康」2月号

資料購入費

24年 02月 28日 20240228-44 1,279 4,173,672
林原事務所 MbrOsoA365 Apps for
bushess利 用料 (1月 分)及びコピー機カウン 事務

・事務所費 林原

24年 02月 29日 20240229-18 959,200 3,214,472
議員団本―ムページリニユーアル

広報・広聴費

24年 02月 29日 20240229-21 9,268 3,205,204
議員狸堅 電話料金 (回線便用料)口圧振管

事務・事務所費

24年 02月 29日 20240229-22 18,878 3,186,326

‐
議 員翌 堅 コビー積 カウンター料 /′ ソヽコン・セ

キュリティー利用料  口座振替 事務・事務所費

24年02月 29日 20240229-30 32,000 3.154,326
森田事務所 家賃

事務・事務所費 森 田

24年02月 29日 20240229-57 3,916 3.150,410
藤本 恩 吾籍I災唇支援に女性の視点を」
「災害女性学をつくる」

資料購入費 藤本(憲 )

24年02月 29日 20240229-58 8,780 3,141,630
藤本 恩 タフレット用係品 (キーボード・USB
ハブ)

事務・事務所費 藤本(憲 )

6.334,614 前 月 繰 越 金

0 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

161500,000

13,358,3703,192,984 当 月 支 出 合 計

3,141,630 次 月 繰 越 金

6,334,614 6,334,614

2/2
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株式第10号 (第6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

備考 1「内容」幅には、収入又は支出の内容を記載する。(政務活動費○期分受入れ、O月分事
務所賃借料など)
2「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活
動費の使途項目を記載する。(次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研究費、③要
請・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、
③事務・事務所費)

2024年 3月

日本共産党堺市議会議員団

年月日 整理番号 収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

24年 03月 23日 20240323-56 141342 2,476,865
ファイルボックススタンド・仕切リスタンド

事務・事務所費

24年 03月 23日 20240323-57 37,450 2,439,415
テフラ

事務・事務所費

24年 03月 23日 20240323-58 10,940 2,428,475
チプラ・テープ

事務・事務所費

24年 03月 25日 20240325-7 41900 2,423,575
毎日新聞

資料購入費

24年 03月 25日 20240325-8 4,400 2,419,175
読元新聞

資料購入費

24年 03月 25日 20240325-44 132,000 2.287,175
林サ京 雨取敬告印刷代

広報・広聴費 林原

24年 03月 25日 20240325-54 65,000 2,222,175
乾事務所 家賃

事務・事務所費 乾

24年 03月 26日 20240326-9 12,870 2,209,305
ゼンリン 美原区住

~毛
地図

資料購入費

24年 03月 27日 20240327-10 300 2,209,005
1月 刊 生活と健康」3月号

資料購入費

24年 03月 27日 20240327-11 10,400 2,198,605
引 日・日雑 新 聞

資料購入費

24年 03月 27日 20240327-33 6,006 2,192.599
藤本幸子事務所 ネット回線使用料

事務・事務所費 藤本(幸 )

24年 03月 27口 20240327-45 439 2.192,160
林原事務所 BZIMo光インターネット使用料

事務・事務所費 林原

24年 03月 27ロ 20240327-46 1,229 2,190,931
林原子務所 MにrOsoft365
buSness利 用料 (2月 分)及

Apps for
びコピー機カウン 事務

・事務所費 林原

24年 03月 27日 20240327-47 64,680 2,126,251
林原 タブレット キーボード・ペンシル代

事務・事務所費 林原

24年 03月 23日 20240328-13 52,921 2,073,330
議員回事務局 社会保険料 (事業主負担分 )

人件費

24年 03月 23日 20240328-34 50.000 2,023,330
藤本幸子事務所 家賃

事務・事務所費 藤本(幸 )

24年 03月 28日 20240328-60 2,532 2,020,798
文具品 (油

1性マーカー・ボールベン等 )
事務・事務所費

24年 03月 28日 20240328-61 3,247 2,017,551
電源タップ

事務・事務所費

24年 03月 23日 20240328-67 5,500 2,012,051
藤本 憲 書籍

資料購入費 藤本 (憲 )

24年 03月 29日 20240329-14 228,779 1,783,272
議員団控室 ′ヽソコン

事務・事務所費

24年 03月 29日 20240329-15 1,166,000 617,272
市政報告 No17

広報・広聴費

24年 03月 29日 20240329-17 5,430 611,342
コピー用紙・紙ひも・ペーパータォル

事務・事務所費

24年 03月 29日 20240329-28 32,000 579,842
森田事務所 家賃

事務・事務所費 森田

24年 03月 29日 20240329-35 398,200 181,642
藤本幸子 市政報告ニユース印刷代

広報・広聴費 藤本(幸 )

24年 03月 31日 20240331-68 9,610 172,032
藤本 思 市政報告案内チラン印刷代

広報,広聴費 藤本 (憲 )

3.141,630 前 月 繰 越 金

0 当 月 収 入 合 計
当月までの収入
累 計

当月までの支出
累 計

16,500,000

16,327,9682,969,598 当 月 支 出 合 計

172,032 期 末 残 高

3,141,630 3,141,630

2/225
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名 日本共産党堺市議会議員団

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動十後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動十政党活動 1/3

T 

大阪府堺市

2003年 6 月 1 日 年  月  日

□その他 (派遣等□直接雇用 )

37.5時間 / 週  (1日   7.5時間× 5日 / 週)

□月額  □日額  □時給 341,400 円 (夏・冬一時金有 り)

□政務活動  □政党活動  □後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間
(週勤務時間数)     時間

100% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族 □第二者 □その他 (

※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

※2023年 4月 給与改定

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。)
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彼廟!月〕者 氏名 殿

舟だ用条件は次のとおりとします。

雇 用 契 約 書

雇ナ‖J主 所在地 大阪府堺
'IF堺
区南瓦町 3-1

堺市役所内

名 称 日本共産党堺市議会議員団事務局
代表考

ケ尊1問の定めなし (平成

問の定めあり i｀F成

i6年   6月  1日  圧入れ)
年   ,I  IJ～ 平成 年   ,1  日

l

契約期間

用:用形態 (lli社員]
就業の場所

従事する

業務の内容

始業・終業の

時亥1及び休

憩時|||↓

所定タト労イ助

の布無

休 日

退職に関す

る事項

休暇

1疑石鴻

社会保険等

の加入

〈
(

・社会保険の加入
・
,市ξ州J保険の適州

パー トタイマー・l屈託 。その他 (

産党堺市議会議員肘1控え室

日本共産党堺市議会議員IJの政務活動に係わる猪tuノJ事務

1 始業・終咲の時宏1
2 休憩時間
3 1迎円の所定労働時間
所定時間外労働の有無

休 IJ労働の有無

(始業)′ li前 9時 00分～ (終業)午後 5時 80分
60少}

37瞬孝‖|]30チ)

布 ・

有 ・

１

２

１

２

1 定例日  :Fげ赳  | 日 曜日、田民の祝 11、 その他 (12月 29日 から 1月 3日 )

年次有給休暇 20H
その他の体暇 ①有給の休暇 (弔腹休暇その他特別にこれを事業者が認めた場合)、

の休暇 (育児介謹休業 )
去(本賃金 i日 本共産党大阪府委員会の胤利:に準ずる

請手当 :

イ 通鋤手当 (31000円/月 )

"f定

時出外、休日又は深夜労働に対して支払われる割鼎賃金率

イ 所定時間外  法定超  :    %、 所定超   :
口 休IJ    法定休日 :    %、  法定外休日 :
ハ 深夜         :    %
1疑金締切 1耳 :F頭月 15日 、賃金支払 til i毎月  必OH
支払方法    :み と金支給
1疑金支払時の控除  (所得税・住民税・社会保険料・屈川保険料

賞 与 :命 ・無 〔イド2値 | 日本共産党大阪府委員会の規程に準ずる〕

１

２

　

　

３

４

５

６

等

７

%、

%1

赤旗大阪互DノJ会会費

1 白已都合退職の手続
2 解歴の事曲及び手続

退職する  15日以 |二前に用け出ること

日本共産党大阪府委ユ式会の規程に準ずる
11と

11[

備考

・編利厚生として、公益ケ財IJ法人

づ
~る
。

堺市鋤労者柘i祉サービスセンターの会費を,再:川 _ユニが負担

今¶tん 年ま‖μ
被扉川苦  II三 扇 大阪府ようtよ 市

|・記について承計しました。
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2023年  4 月  後半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

10 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 年後 残業 深夜

16 日

17 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

18 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 木 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

21 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

22 土

23 日

24 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

25 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

27 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

28 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 土 祝休日祝休日

30 日

20230519-7
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2023年  5 月  前半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

7.5 0.5

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 月 有休 出勤 13:00 17i30 4:30 4:30

2 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

3 水 祝休日祝休日

4 木 祝休日祝休日

5 金 祝休日祝休日

6 土

7 日

8 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

9 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

10 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

11 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

12 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

13 土

14 日

15 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20230519-7
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2023年  5 月  後半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

12 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

17 水 出勤 出勤 9!00 17:30 7:30 7:30

18 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 土

21 日

22 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

23 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

24 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

25 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 金 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

27 土

28 日

29 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

30 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

31 水 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

20230620-3
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2023年  6 月  前半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

11 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

2 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

3 土

4 日

5 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

6 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

7 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

8 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

10 土

11 日

12 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7130

13 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

14 水 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7130

15 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7i30

20230620-3

31



2023年  6 月  後半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

11 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

17 土

18 日

19 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 火 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

21 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

22 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

23 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

24 土

25 日

26 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

27 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

28 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

30 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

20230720-10

32



2023年  7 月  前半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

10 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 土

2 日

3 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

4 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

5 水 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7i30

6 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

7 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

8 土

9 日

10 月 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

11 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

12 水 出勤 出勤 9i00 17:30 7i30 7:30

13 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

14 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

15 土

20230720-10
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2023年  7 月  後半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

10 0

就業時刻
区分

早出 早朝曜 日

午前 午後
開始時刻 終了時刻 就業時間

残業 深夜

合計

16 日

17 月 祝休日祝休日

18 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

21 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

22 土

23 日

24 月 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

25 火 出動 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

27 木 出勤 出勤 9100 17:30 7i30 7:30

28 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 土

30 日

31 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20230818-3
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2023年  3 月  前半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

9 1

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

2 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

3 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

4 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

5 土

6 日

7 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

8 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9 水 出勤 出勤 9〔00 17:30 7:30 7:30

10 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

金 祝休日祝休日

12 土

13 日

14 月 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

15 火 有休 有休

20230818下3
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2023年  8 月  後半

氏名

出勤日数(換算 ) 有休取得日数

12 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

17 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

18 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 土

20 日

21 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

22 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

23 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

24 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

25 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 土

27 日

28 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

30 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

31 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20230920-2
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2023年  9 月  前半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

11 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

2 土

3 日

4 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

5 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

6 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

7 木 出勤 出勤 9:00 17i30 7i30 7:30

8 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9 土

10 日

11 月 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

12 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

13 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

14 木 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

15 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20230920-2
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2023年  9 月  後半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

9 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 土

17 日

18 月 祝休日祝休日

19 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

21 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7i30

22 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

23 土 祝休日祝休日

24 日

25 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7i30

27 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

28 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

30 土

20231020-6
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2023年  10 月   前半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

9 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 日

2 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

3 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

4 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

5 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

6 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

7 土

8 日

9 月 祝休日祝休日

10 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

11 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

12 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

13 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

14 土

15 日

20231020-6
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2023年  10 月   後半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

11.5 0.5

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

17 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

18 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

21 土

22 日

23 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

24 火 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

25 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

27 金 有休 出勤 13:00 17:30 4i30 4:30

28 土

29 日

30 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

31 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20231120-3
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2023年  11 月  前半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

9 1

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

2 木 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

3 金 祝休日祝休日

4 土

5 日

6 月 有休 有休

7 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

8 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

10 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

11 土

12 日

13 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

14 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

15 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20231120-3
41



2023年  11 月  後半

氏名

出勤日数(換算) 有休取得日数

10 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

17 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

18 土

19 日

20 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

21 火 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

22 水 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

23 木 祝休日祝休日

24 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

25 土

26 日

27 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

28 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 水 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

30 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20231220-6
42



2023年  12 月  前半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

10 1

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

2 土

3 日

4 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

5 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

6 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

7 木 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

8 金 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4:30

9 土

10 日

11 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

12 火 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4:30

13 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

14 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

15 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20231220-6
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2023年  12 月  後半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

8.5 0.5

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 土

17 日

18 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 水 出勤 出勤 9:00 17i30 7i30 7:30

21 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

22 金 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4:30

23 土

24 日

25 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

27 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

28 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 金 非勤日非勤日

30 土

31 日

20240119-11
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2024年  1 月  前半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

7 0

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 午後 残業 深夜

1 月 祝休日祝休日

2 火 非勤日非勤日

3 水 非勤日非勤日

4 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

5 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

6 土

7 口

8 月 祝休日祝休日

9 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

10 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

11 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

12 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

13 土

14 日

15 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7i30

20240119-11
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2024年  1 月  後半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

11 1

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 火 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

17 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

18 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

19 金 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4:30

20 土

21 日

22 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

23 火 出勤 出勤 9i00 17:30 7:30 7:30

24 水 出勤 出勤 9100 17:30 7:30 7:30

25 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

26 金 有休 出勤 13:00 17130 4:30 4:30

27 土

28 日

29 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

30 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

31 水 出勤 出勤 9i00 17i30 7:30 7:30

20240220-4
46



2024年  2 月  前半

氏名

出勤日数 (換算 ) 有休取得日数

9.5 0.5

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早 出 早朝

午前 年後 残業 深夜

1 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

2 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

3 土

4 日

5 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

6 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

7 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

8 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

10 上

11 日

12 月 祝休日祝休日

13 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

14 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7i30 7:30

15 木 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4:30

20240220-4
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2024年  2 月  後半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

8 1

日 曜 日
区分

就業時刻

合計
開始時刻 終了時刻 就業時間

早出 早朝

午前 午後 残業 深夜

16 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

17 土

18 日

19 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20 火 出勤 出勤 9:00 17i30 7:30 7:30

21 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

22 木 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4i30

23 金 祝休日祝休日

24 土

25 日

26 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

27 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

28 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

29 木 有休 出勤 13:00 17:30 4:30 4:30

20240319-3
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2024年   3  月   前半

氏名

出勤日数 (換算) 有休取得日数

10.5 0.5

就業時刻

早 出 早朝
区分

開始時刻 終了時刻 就業時間
残業 深夜

合計日 曜 日

午前 午後

4:301 金 有休 出勤 13:00 17:30 4:30

2 土

3 日

7:304 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30

5 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

6 水 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

出勤 9:00 17:30 7:30 7:307 木 出勤

8 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9 土

10 日

713011 月 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30

12 火 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

9:00 17:30 7:30 7:3013 水 出勤 出勤

7:3014 木 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30

15 金 出勤 出勤 9:00 17:30 7:30 7:30

20240319-3
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称・議員氏名 日本共産党堺市議会議員団

T  

大阪府堺市

2023年  5 月 1 日 2023 年 6 月 30 日

図直接雇用 □その他 (派遣等 )

2時間～3時間 / 月

□月額  □日額  □時給 1,500 円

図政務活動  □政党活動  □後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤透時間数のうち政務活動にかかる時間)    時間
(週勤務時間数)     時間

100% □職務内容をもとに算定 ※下記参照

□生計を―にしない親族 □第二者 □その他 (
※議員と被雇用者の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務内容 按分率

政務活動 +後援会活動 1/2

政務活動十後援会活動十政党活動 1/3

(上記以外の活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。 )
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雇 用 契 約 書

|1本共産党堺市議会議員回事務オiケ 代表者 森田 児 ‐(以 ド、「打正サ|1主 ‖という。)と 、
(以 ド、「被雇用者」という。)と は、次の通 り労働契約を締結 した。

第 1条 (就業場所と業務内容 )

被ナだナ|,イ の就業場所と業務内容は、次の通りとする。

①就業場所 :大阪府堺市堺区I糊瓦町3-1 堺市役所内 日本共産党堺市議会議員団控え室
②業務内容 :日本共産党堺市議会議員回の政務活動に係わる補JノJ事務

第 2条 (就業時間等 )

被雇用者の就業時間、勤務 |!1等 については、次の通 りとする。ただし、業務 liやむを得ない場合

には、時間外及び休 日勤務をさせることがある。

C)始業時間 :′ 11荷有10時 00分

② 終業時間 :午後0時 00分

③ 勤務H :症川主の指定する日

第 3条 (賃金 )

症用→:が被崩f用者に対 し支払う賃金は、次の通りとする。

① 拘束時間当たりの時間給 :1, 5001〕 |

② 堂払方法 :終業後当|十分を現金にて支払う。

第 4条 (症川期間)

雇用期間は2023年 5月 1日 から2023年 6月 30日 までとする。

以 上本契約の成立を1証するため、本 F,2通を作成 し、万こ川―i:及び被屈川杵双方記名捺日Jの うえ各

と適を保有するこ

立023年
『
月 十11

症用 i::所在地 大阪府堺市堺区南瓦‖丁3-1
名 称 日本共産党堺市議会議員回事務ナウ
代表者 森田 晃 ・

堺市役所内

被

"ど

用者 :

住所 堺市堺区
氏牢!  
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2023年度   出 勤 簿

氏名

就業時刻
確認印月 出勤日

開始時刻 終了時刻 就業時間

|■ :■||■■:
i.:|||:― :|||:|||!||||:!|:|:―
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称・議員氏名 日本共産比堺市議会議員団

藤本 幸子

日本共産先堺市議会議員 藤本羊子事務所

〒590-0113

堺市南区深ll反甫 314

TEL 072(230)0710

□自宅兼事務所  曰専用事務所 日本共産批堺地区委員会)

口私的f定用

□後援会事務所

□政党活雰b事務所

国会社等 (脚係団体)

他用途との栄用

□ 有 ⇒
□ 爆

月額     50,000

(政務活動費充当額  50,000 11)

円４０

∬

100

°
/。

∬/延べ面積 (∬ )

時間のうち    時間

(次のいずれかの説明方法を選択)

□使用面積による  使用面オ賞
囲使用

'時

門による  月

維持管理

経費

口喝気代 `・ 50%  □水道代・・ 500/O

ロガス代・・50%  盟固定電話代,イ ンターネット接続料・・100%
日その他 (事務機ジース)・ ・50%

%

月密貞

(政務活動費充当額 円)

円

【所在地】

駐車耕

貨借料

□生計を一にしない規族  図第三者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

別添響I務韮貸貸契約審に記載のとおり、物件の一樹Iを政務活動費に賃借しているが、

当該物件の別スペースでは政0¬ヒ活動を行つている。光熟水贄や事務機は共用利用て

あるため、50°/,で按分している。尚、固定電話、インターネットlま攻務活りJ費専用の

回猫Ⅲを用意しているため、按分は行つていない9

※事務所 '駐■
~擁
:)母を賀借する場合は、資貸借契約書またはそれに代やる書類の写しを併せて提出すること。
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事務所賃貸契約書

堺市西区浜寺石津町東 1‐ 4‐ 24

貸主(甲)日 本共産党堺地区委員会

ヤ 4委員長 u お

堺市

第 1条

第2条

第3条

第4条

第5条

第6条

借主(乙)堺 市議会議員

甲は乙に対 し後記事務所 1階の一部屋を堺市政に関する調査研究を目的に賃貸 し、乙

イまこオしをイ昔り受ける

賃貸借の機関は、2019年 5月 1日 から2020年 4月 30日 までの 1年間とする。
ただし、甲乙の双方どちらかの申し出がない限り、本契約は自動更新するものとする。

賃料は月額 50,000円 とし、毎月末までに支払うものとする。
乙は本契約上の権利を譲渡し、または本事務所を転貸 してはならない。

乙が賞料を 3ヶ 月分以上滞納 した時は、甲は催告を要せず本契約を解除 し、本事務所

の明け渡しを求めることができる。

上記のとおり契約が成立したので本書面 2通を作成 し、甲乙 l通ずつ保有する.

2019年 4月 30日

貸主(甲)日 本共産党堺地区
委員長o il†

借主(乙)堺 市議会議員

胸7鞘⑬

株不李
物件の表示

名称  日本共産党南区事務所
所在地 堺市南区深阪南 314
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書
口ヵ玄ゑ支謬ケや葛か添賣田

会派の名称 。議員氏名  巧 気  笠 及

ηム  稼次
ぃ〃ぃ 象 及街炭 芥いた

'ゲ〒て一アイー″l>う
."矛
穿と太暗 9イー・

>ク

TEL′夕>  (2,ど )>こェ分
□自宅兼事務所  財専用事務所 (賃貸借契約先   )

□私的使用

図後援会事務所

□政党活動事務所

他用途との兼用

ビ 有 ⇒

□ 無
国会社等 (関係団体)

/歩 ♂ヽうエド

月猛買 /1■ ′́
′

(政務活動費充当額 歩争7ク
ク   円)韓|

円

争p %

(次のいずれかの説明方法を選択)

団使用面積による  使用面積 歩4,(6 ∬/延べ面積 (厨 )
□使用時間による  月     時間のうち    時間

維持管理

経費

団電気代・・・J~,%
日ガス代・・・子υ%
□その他 (

図水道代・ ,,♪υ%
図固定電話代・・・子ψ%
・・    %

%

月額

(政務活動費充当額 円)

円

駐車場

賃借料
〔所在地】

回生計を一にしない規族  豚第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

※事務所・駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約菩またはそれに代わる書類の写しを併せて提出することc
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訂
就熊貸鍵
醒
絲
矮
乙疑しＴ難
巌埋
揺
鱚
物上、韓
約輪
結す評
▼
　
年間

と
す
る
。
但
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
当
事
者
合
議
の
上
、
本
契
約
を
更
新
す
る
こ
と
も
出
来
る
。

第
　
一
一　
条
　
　
賃
料
は
毎
月
末
日
ま
で
に
、
乙
は
甲
方
に
翌
月
分
を
持
参
し
支
払
う
か
又
は
指
定
し
た
る
方
法
に
て
支
払
う
こ
と
。

第
　
一二
　
条
　
　
建
物
は
現
状
の
儘
、
住
居
を
目
的
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
甲
の
承
諾
な
く
し
て
室
内
の
造
作
、
模
様
替
え
又
は
人
員
の

増
加
、
賃
借
権
の
譲
渡
、
転
貸
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
明
渡
し
の
際
は
原
形
に
復
す
る
か
無
横
に
て
残
置
す
る
も
の
と
す
る

第
　
四
　
条
　
　
甲
乙
双
方
の
都
合
に
よ
り
本
契
約
を
解
除
す
る
時
は
、
甲
に
於
い
て
は
六
ケ
月
、
乙
に
於
い
て
は

一
ケ
月
前
に
互
に
通
告
し

期
間
終
了
と
同
時
に
乙
は
完
全
に
建
物
を
甲
に
明
渡
し
、
立
遇
料
又
は
こ
れ
に
類
す
る
物
質
的
請
求
は
絶
赳
に
し
な
い
こ
と
。

但
し
、
保
証
金
は
乙
に
返
還
す
る
こ
と
。

第
　
二
　
条
　
　
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
、
衛
生
費
等
は
甲
乙
合
議
の
上
賃
料
と
別
に
支
払
う
こ
と
。
公
租
公
課
等
は
甲
の
負
担
と
す
る
。
但
し
、

公
租
公
課
、
物
価
の
変
動
等
に
よ
う
賃
料
の
増
減
を
生
し
た
時
は
甲
乙
協
議
の
上
定
め
る
も
の
と
す
。

第
　
エハ
　
条
　
　
乙
は
故
意
過
失
を
問
わ
ず
建
物
に
重
大
な
る
損
害
を
鵬
廠
鎌
帯
鵡

つ 合
報
″
脚
謀
舗
却
賛
紅
熱
滞
岬
紳
紅
４
き
損
害
賠
横
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
が
賠
償
を
支
払
わ
な
い
時
は
，

第
　
七
　
条
　
　
乙
は
建
物
内
に
於
て
風
紀
術
生
上
、
若
し
く
は
火
災
等
危
険
を
引
起
す
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
、
又
は
近
隣
の
送
慈
と
な
る
ぺ
き

行
為
等
は

一
切
な
さ
ざ
る
こ
と
。

第
　
八
　
条
　
　
甲
の
責
任
に
基
ず
か
ず
し
て
乙
が
火
災
、
盗
難
を
蒙
つ
た
場
合
そ
の
損
央
は

一
切
甲
に
請
求
せ
ざ
る
こ
と
。

第
　
九
　
条
　
　
乙
が
本
契
約
条
項
に
達
反
し
、
又
は
賃
料
を

一
ケ
月
以
上
滞
納
せ
る
時
は
甲
は
何
ら
の
催
告
を
要
せ
ず
し
て
、
本
契
約
を
解
除

し
乙
は
即
時
建
物
を
明
渡
す
も
の
と
す
る
。

第
　
十
　
条
　
　
乙
が
無
断
不
在

一
ケ
月
以
上
に
及
本
時
は
、
保
証
金
の
有
無
に
か
ゝ
わ
ら
ず
本
契
約
は
解
除
さ
れ
、
甲
は
立
合
い
の
も
と
に
随

意
に
室
内
遺
留
品
を
任
意
の
場
所
に
保
管
し
、
又
は
売
却
処
分
の
上
彼
務
に
充
当
す
る
も
異
議
な
き
事

本
物
件
が
公
共
事
業
施
行
、
使
用
禁
上
の
た
め
取
払
い
の
事
由
が
発
生
し
た
時
本
契
約
は
解
除
さ
れ
た
も，
の
と
し
乙
は
建
物
を

明
渡
し
甲
は
保
証
金
の
返
遼
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

明
渡
し
に
際
し
右
の
保
証
金
よ
り

引
と
定
め
明
渡
し
完
了
後
に
差
引
し
た

残
額
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
甲
は
乙
に
返
選
す
る
も
の
と
す
る
。

本
件
に
関
し
紛
争
を
生
し
た
る
場
合
は
甲
乙
共
関
係
の
法
規
並
び
に
慣
習
に
従
い
道
義
的
に
解
決
す
る
こ
と
。

当
契
約
は
甲
乙
共
に
社
会
的
道
義
を
守
る
事
を
条
件
と
し
て
締
結
し
た
も
の
で
あ
り
入
居
後
も
乙
又
は
同
居
者
が
暴
方
団
関
係

者
と
判
明
し
た
場
合
、
又
は
建
物
を
犯
罪
行
為
等
に
使
用
さ
れ
た
場
合
甲
は
即
時
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
乙
は
こ
れ
に
応
じ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。

第

十

一
条

第

十

二

条

第

十

三
条

特

約

条

項

晦
瑚
『武
【、一報
垂辱
笈
通
作
成
し
甲
乙
双
方
署
名
捺
印
の
上
各
壱
通
を
保
有
す
る
。

約謬
所

冴

や

名
　

取

歿

ξ
〈

所

・

名

建

物

賃

貸

借

契

所
在
地

洒
路
該
イ
レ
冷
こ

ダ
紛
野
ｄ

フ

″

件
　
，み
た

五
獅
争

・／
か
埒

多

料
　
　
壱
ケ
月

金
　
イ
ー
多
添
″

保

証

金

金

約

書
　
　
　
　
　
　
　
注文著
千
３

え７
１

円
也

円
柄
Ｘ
無
利
息
の
約
定
本
証
を
も
つ
て
預
う
証
と
す
る
）◎ ⑪ lф

賃  物

借 貸

主
(甲 )

名

登
録
番
号

氏 氏 住  氏 住   氏 住

取
引
主
任
者 主

乙
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□自宅兼事務所  直専用事務所 (賃貸借契約先 )

□私的使用

□後援会事務所

ご正女党活動事務所

国会社等 (関係団体)

他用途

√
のと

有

無□

紳
⇒

ユう m

月額 どrt夢砂 円

どぢ′_ 円)(政務活動費充当額

飽
%

(次のいずれかの説明方法を選択)

□使用面積による  使用面積
翅後用時間による  月 `呼てク

Iゞ/延べ面積 (ポ )
時 FH写の うち  ″′  時 FF写

維持管理

経費 軸 1/(レタイ
勢廉憚基
・…

ロガ

ごそ

百篭気代。・・
「
じ″%

う
‐O %

%
デ0%ス代・・・  %

□水道代・・・

【Zl固定電話代・・

%
月額

(政務活動費充当額 円)

円

駐車場

賃借料
1所在地】

回生計を―にしない親族  団第二考  国その他 (
※議員と貸主の関係は、生計を一にしていないことを条件とする。

)

軽誓

参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

の名称 '議員氏名

苦またはそれに※ る場合は、

58

わる普類の写しを併せて提出すること。
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【建物賃貸借契約守】

◇杉浦ビル :1階店舗

貸主

借主 捧
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賃貸人

賃借人

との間で

ゝ ヤ́

建物賃貸借契約書

  (以 下、甲という)と

紳 乏,(以下、乙という)
下記の通り建物賃貸借契約 (以下。本契約という)を締結する。

第1条 (賃貸借物件表示)

甲は次に表示する物件 (以下、本物件という)を賃貸し

乙は本物件を賃借することを約す。

◇建物の表示

所在地  堺市堺区材木町東1丁 1番 16号
名称   店舗ビル

構造   鉄骨3階建
契約部分 1階 一部
契約面積 約 7坪

第2条 (使用目的)

乙は本物件を、事務所の目的として使用する。

第3条 (賃貸借期間)

1.賃貸借期間は 西暦2023年  す 月 /日 より
西暦 ュ汐蛍 年 平 月 D∂ 日までの  >年 間とする。
2,賃貸借契約期間満了の3か月前までに 甲乙いずれかの特別の意志表示が無い場合
期間満了の翌日より起算してさらに 二 年間双方合意の上、継続することができる。
以後も同様とする。

第4条 (賃料)

1.資料は月額金60:000円 (消費税別途、金6,000円 )と する。
2,賃料については現行消費税が変更になればその変更消費税分を乙は甲に

支払う。

3.賃料は毎月末日までに翌月分を甲が指定する下記金融機関口座に振り込む
ことにより支払うものとする。その際の振込手数料は乙負担とする。

銀行支店名

預金種類

口座番号

口座名義人

三菱U FJ銀行 堺支店

普通預金

4,資料の発生は、西暦2023年 1年 月 /日 からとする
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第5条 (賃料以外に乙が支払う金銭)

1.乙使用の電気代、水道代

2.そ の他店舗運営に必要な経費等

第6条 (遅延損害金)

乙が賃料その他本契約により発生した金銭債務を所定の期日までに履行市内

場合は、乙は履行を遅延した期日につき年率14.5%の 割合の遅延損害金を加算

して甲又は甲の指定人に支払うものとする。

第7条 (賃料の改定)

賃料については賃貸借期間中であっても、公租公課の増減、土地建物の価格変動

施設改造、建物保全賞増減、建物管理贄増減、その他の負担の増減等経済変動等

やむを得ない事由がある時、近隣の建物に比較して 不相当と認められた時
甲及び乙は協議の上 これを改定することができる。

第8条 (敷金/卒し金)

1.敷金は金 、礼金は金 とする,

礼金は契約締結後返還されない金員であることについて乙は承諾しています。

(甲 は敷金に利息を付さない)

2.乙が賃料、その他の諸費用の支払いを遅滞し、甲に対する損害賠償等本契約に

基づく金銭債務を甲が負担した場合は、甲は敷金をもって弁済に充当できる。

3,乙は前項の場合、その充当の通知を受けた日から7日 以内に第1項の敷金額に

達するまで、その不足額を補充するものとする。

4.乙 より賃貸借期間中、敷金をもって賃料その他の債務との相殺を主張する

ことはできない。

5,乙 は敷金に関する債務を第二者に譲渡し、または債務の担保の用に供すること

はできない。

6 敷金は本契約が終了し、乙が本契約に定める明け渡し、その他乙の債務を完全に

履行した後 lヶ 月以内に、甲から乙に返還する。
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第9条 (善管注意義務)

1.乙は本物件及び建物の玄関等 その他共用部分について善良なる管理者の
注意をもって使用しなければならない。

2.乙 自身または乙の使用人 請負人 訪問者 その他の関係者が本物件又は
建物の結造作 設備に破損・故障を生じさせた時 乙は甲に対して速やかに
そのことを通知すると共に、その修繕費用を負担し、それより生じた一切の

損害を賠償しなければならない。

3.乙 自身又は前項乙の関係者が他の賃貸人等建物関係者の財産 身体等に損害を
与えた時も、乙はそのことを通知した上で、被害者に対して生じた一切の損害を

賠償するものとし、甲に対してこれを負担させない。

第10条 (禁止事項)

1.本物件の一吉[又は全部を第二者に転貸し、又は名義の如何を問わず他人に使用
させること。

2.名 目の如何を問わず本物件での宿泊 住居又はこれに類似の用に使用すること。
3.乙個人又は法人であるときは、乙の代表者、役員、従業員が暴力団組織に加入
すること。

4.本物件一部又は全吉[を暴力団組織又はこれに類する組織の運営又はこれに類似
する用に使用すること。

5.建物内に危険物、重量物を持ち込まないこと。
6.建物内に発火性等引火の早いものを持ち込み又は使用すること。
7.建物内で家畜、ペット類の飼育をすること。
第11条 (事前承諾事項)

乙は下記の行為については書面による申出を甲に行い甲の承詰を得た後

次の行為をすることができる。

本物件内での模様替え、諸造作及び諸設備の新設 移転 増設 除去 変更
重量物 電気容量に変更を及ぼす機器の新設 移転 増設 除去 変更
電気 ガス 水道の配線 配管の新設 移転 増設 除去 変更
建物内部 周囲の看板 掲示物 広告 標識の新設 移転 増設 除去 変更
第12条 (免責)

1,震災 風水害 火災 盗難 その他甲の責に帰することができない事由
諸設備の故障により乙が負った損害について甲はその黄を負わない。

2.乙 が他の賃借人と関連して負った損害に対しては 事態の如何にかかわらず
甲は責任を負わない。

3.甲が行う建物の補修改造の為その工事期間中 乙が本物件又は共用部分の
一部又は全部の使用停止使用上の制約を余儀なくされても甲は黄を負わない。
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第13条 (賃貸借契約期間内解約)

甲叉は乙が本契約を賃貸借期間中に中途解約しようとする場合、3か月前までに

それぞれ相手方に対して書面をもってその事を予告しなければならない。

またその場合についても、予告期間満了日までの賃料等を予告しなければならない。

但し、乙はいつでも残予告期間満了までの賃料相当額を支払うことにより本契約を

終了することができる。

第14条 (契約の解除)

火災により本物件が毀損し、その黄が乙による場合、甲は本契約を解除する。

第15条 (契約の消滅)

天災 地変その他甲の貢に帰さない事由により、本物件の大部分が消滅又は破損して
本契約の履行を行うのが不可能となったとき、本契約は消滅するものとし、これに

よって蒙ったるの損害について甲はなんらの責は負わず、乙は名国の如何を問わず

甲に対して金銭その他の請求をしないものとする。

第16条 (公共事業による収用等)

本物件の一音Б又は全部が公共事業のため買上げ、収用された場合、乙は本契約が当然

終了することを承諾する。

第17条 (無催告契約解除)

乙において次の各項のひとつに該当する行為又は事実があったとき、甲は催告その他

なんらの手続きを要せず直ちに本契約解除することができる。

1.賃料 消費税等その他本契約に基づき発生した諸債務の支払いを2ヶ 月以上
怠った場合。

2,第 2条 第9条 第10条 第11条の規定に違反する行為を行った場合。
1.正当な理由なく 引き続きlヶ 月以上本物件を使用しない場合。
4.本物件であろうと共用の場所であろうとかかわらず 他に迷惑となる行為
その他建物又は建物内の施設物件等に損害を及ぼすような行為をした場合。

5.仮差押 仮処分 強制執行 破産 民事再生 会社整理 会社更生 解散
死亡等があった場合。

6.資産 信用 事業 重大な変更を生じ本契約を継続しがたい事態となった場合
7.乙の組織 業種等の変更 合併を行い この実体に変動をきたしたと甲において
認めた場合。

8,そ の他本契約及び本契約に付随して締結した契約の各条項のひとつに進反した

場合。

t
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第18条 (損害賠償)

乙が本契約各条項のひとつに違反し、甲に損害を与えた場合には、乙は甲の蒙った

損害を賠償するものとする。

第19条 (本物件の原状回復と明渡し)

1.本契約が終了するとき、乙は本契約が終了の日までに次の各号の工事を完了し、
本物件を本契約引渡し時の原状に回復し、甲に明け渡さなければならない。

(1)乙所有物件の収去

(2)乙が本物件に設置した造作、間仕切り、その他の設備の撤去
2.乙が本契約終了日までに第1項の原状回復を行わない場合、甲が行い乙は
その費用を負担する。

' 3_乙
の残琶した物件については、甲はこれを任意に処分することができる。

この場合乙は異議を唱えないとともに、その処分に要した費用は乙が負担する

ものとする。

第20条 (承講文書)

甲乙共に承諸を要する事項は後日トラプルを避けるため、全て文書によるものと

する。

第21条 (本物件への立ち入り)

甲叉はその使用人は建物の保全、管理、衛星、防犯防火、救援その他建物の管理上

必要ある場合には、事前に通知した上で本物件に立ち入り必要な措置を講じること

ができる。但 し緊急の場合はこの限りではなく事後に連絡するものとする。

第22条 (諸変更の届出)

'  
甲は乙が次

『
,事項を変更したと時は、直ちに相手に対し、書面をもって届出すする

ものとする。

商号又は屋号、所在地又は住所、代表者、 E日惟証明のF口 等。
第23条 (合意管轄)

甲又は乙が本契約から生じる紛争につき訴訟を行う場合、物件所在地の裁判所

(大阪地方裁判所堺支部)を第一審の専属的管轄裁判所とする。

第24条 (特約事項)

乙はポスター等の広告物を貼る場合、店舗のガラス面などとして 建物の壁面等は
貼付しないものとする。

第25条 (電気料金支払方法)

乙の使用電気料金は、毎月末日、甲の検針により請求書発行するものとし、

乙は甲に支払ものとする。
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上記の本契約の証明として本契約書2通を作成し 甲乙双方が
1通ずつ保有するものとする。

西暦 2023年 f月 十

賃貸人 住  所
堺市

氏 名

連絡先

賃借人 住 所

日

氏  名

連絡先

店舗管理者 住 所

賃貸人代理人

氏 名 杯 4-    ‐

代▲攻常盈
,

連絡先

TEL 072‐ 222‐ 7073

住 所

氏 名

雰

棒本 亀/ 僻 .

手†4は停農町理 T2報0守
_   工 ‐ ▲ ●■ ●  れ _‐  ‐ i二 上 ^

ＰＦ

連絡先
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r )

参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称Ⅲ議員氏名 日本共産党堺市議会議員団
管理責任者

(議員名) 巧鎌固え一
事務所名 み瑚え一予隊孝移請
朧 地 層弐斎rTと

―
Tす/7′〃必
TEL ν7み  (ュPア )7??7

兼用の有無

□自宅兼事務所 M専用事務所 (賛貸借契約先 留″クノヽ ウジ
1)クギ  )

他用途との兼用

団
/有 繋◆

□ 無

□私的使用

□後援会事務所

国会社等 (関係団体)

延べ面積 pキ
77∬

賃借料
月額  ル 、,つ0 円
(政務活動費充当額  ず2,θρD 円)

政務活動事務所

として使用する

割合 子∂%

(次のいずれかの説明方法を選択歳 施 をガrβ r

日使用面積による

□使用時間による

使用面積

月

ma/延べ面積 (正 )

時間のうち    時間

事務所関連経費

按分比率など

維持管理

経費

編 4● ●
子ο%

緊念痣
°
(榊

g無道代・・・辛つ%
醜 定電話代・・・/Aつ %
・ ― 孝 ∂ %

駐車場

質借料

%

月額

(政務活動費充当額

円

円)

【所在地】

□生計を―にしない親族 g第二者 □その他 (
(御J外)□生計を―にする親族

備諦帝  雇用理由 :

)

)

額歎移雛密握像を
lM塑秘7′″と=タ

賊駒 はわえ―″期 稽孵F靱と″Z!「丁肋滅 。
※事務所◆駐車女場、を賃借する場合は、賃貸借契約普またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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建 物 賃 貸 借 契 約 書

登
記
簿
上
の
表
示

1.建物の表示

住居表示

2,契約内容

使用目的

入

BI 日

契約期間

の の返還期限

3.資料 L管理費及び敷金などに関する事項

項 目

礼 金

4.賃料9管理費等の支払い方法

図

□

S,賃料・管理費等の清算方法

図

備考

□

この の X目を□ て示しています。当

牛の名称 日 号 車  号室・図一声建
堺市雷区鳳南町6Tも 17番 112号

所在地 雰屋 |

種 類
同 所 陣

ンクリー造 骨

(
地上2階建、地下  階建

構 造

1 47 37.31
床面積

階 ∬
84,98Hf合 計

(延床面積 )
付属施設 」締 回車摩・巴物置,区 (増築あり)

の 日 (  )
の 入 の人員  名に限る。

じa!こ 1日

始期 平成27年8月 1日 更  新 図可(2年間)

終期 平成29年 7月 31日

2年

ケ月間
夏新器

( 円 )

G 4 の 0 平成  年 日

金  額 内、消費税 項 目 金  蘊 内、消費税

'/月

領 30,000円 円

円 円

敷 引
(解約引)

円

歌 金 円 円 駐車場/月観 岡 円

円 円 円 岡

歯利金 円 円 岡 田

円 円 円

借圭は、毎月末日までに(□当月分3図蔓月分)を次の金融機関に擦込み、賞主又は貸主の指定す
の場合～貸主又は貸主の指定する者から、借主宛領収書の発行

とし、この振込に要する費用は([コ貸主口i沼惜主)の負担とします
は不要る者に支払うものとします

銀行名 三井住友0長行 鳳支店 ネ重類 凶
普通・□ 当座

□
カフ・ンキカインャヨーク タカ・ワ

フリ

ガナ

口
座
振
込
振
込
口
座 名義人

株式会社 ヨーク 田
'H

口座番号

借主

持参払い
借主は、毎月  日までに
持参して支払うものとします。

口回 翌月分)を、賞主又は賞主の指定する者に直接(□当月分

契約期間の始 、その月の賃 は 日

算とし、
の 日 し

は

に

する

が 1,月
等の清算

契約期間の始翔に属する月の賃貸借日 lヶ月 は 日 とします。
又 も日る と

満の場合、その月の

とし

ホ の 理 人 2-273-0111)

C― ‖101 tt」|,ぃ R9JB賊 附脇 脇 ‐:(田 0鷺セ軋 帝
`i"中
■ ドru疇

“"“
エ

X本付属
'と

,|=コ歯入金μホ干尉良博費(金算ネ子職工盛機鷺雹範″→が`Hヒ歳とR^轄 蕉常狙とHい与に碑o甘る働 ゃおり̀その他OD"のため¢ntつ 繍斎償Я會無■t求す。
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[特 約 ]

賞物件内の空調設備・照明器具について、貸 は し せん。 理等の費用は借主の負担としま
す。
②本契約は上田 規美子より森田 晃一へ名義変更によるものであり、保証全については乙はこれを号|き継ぐも
のとします。
③鍵等預り証については前契約書を引き継ぐものとします。  ・

貸主 (以下r甲」という)と借主森田 晃―(以下『乙」という)は表記1記韓の建物(以下「本物件Jとい

う)の貸貸借にP翼し、次の通り契約を締結し、その証として本契約審を2通作成し、甲・乙記名押印のうえ各自そ
の一通を保有する。

貸 主(甲) 住所修え｀ゝ

氏

借  主 (乙 )

緊急連絡先

電話番号

媒介業者

)イ

平成″πtt π月夕/日

抒

け

＝

４

持

И

よ

い

障

＝

庶

洋

ｒ

隣

ＩＩ

Ｆ

Ｉ

よ

好

卜

■

，

＝

一一Ｌ
ヤ
ｒ

↓
，Ｉ‥
一
――

キ

～
矢
●

諄

，
Ｉ
】・・一任

ｌ

ｉ

子
一≡

…

■

―

予

・　

・ど
　

，

ヽ
　

　

，１

　ヽ

，氏

氏

免 許 番 号

事務所所在地

商号 (名称 )

代表者氏名

電 話 番 号

主任者登録番号

取引生任着氏名

大,反府知事(7)第 29726号

堺市西区鳳東町2T212番地
コークハウジング

田川 憲三

〇72-273-0111

(大阪)第088486号

石井 直美

媒介業者 免 許 番 号

事務所所在地

商号 (名称 )

代表若氏名

電 話 番 号

主任者登録番号

取引圭権者氏名

CctiF!f'■ lC'^|サ 月鰤 R“ li C3uい ｀t,「■れ ‐Att m税 l読
…
 Att R出工′L,中■

碧本書餌お.被倒F,AttB本T軸羅也査(士 n本夢職Я近ミ驚・こ1!ン
'一

)At。 偶陰安全猟へ0営主支報を日麒令配命するとつであり、そOl●.(D目的●〉ための全て0烈断健llle無■します。
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建

物

賃

貸

借

契

約

書

賃
貸
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
賃
借
人

お
り
建
物
賃
貸
借
契
約
を
締
結
し
ま
す
。

第
　
一　
条
　
　
賃
貸
人
は
そ
の
所
有
す
る
次
に
表
示
の
建
物
を
賃
借
入
に
賃
貸
し
、
賃
借
人
は
こ
れ
を
賃
借
す
る
こ
と
を
約
し
ま
す
。

建
物
の
所
在
場
所

妹
寺
立

区
査

番

達
二
小
迎

町

五

て

三
入
大

ヽ
一

第
　
一
一　
粂

造

葺

建

棟

床
面
積
　
　
　
　
階
　
　
　
　
　
　
平
方
メ
ー
ト
レ

賃
貸
借

の
鶏
間
は

二

０

二

〓
一

年

　

　

一二

　

月

　

　

　

一　

日
な

ら

，
τ

二

七

年

　

　

Ｓ

月

二
十
Ｅ
ま
で
の
　

　

じ
年
間
と
し
ま
す
。

賃
料
は
壱
か
月
金
　
　
　
多
ふ

巧

　

　

円
也
と
し
、
賃
借
人
は
毎
月
　
　
を
谷
　
日
ま
で
に
　
頚
手
　
　
局
分
を

賃
貸
人
の
住
所
に
持
参
し
て
支
払
う
も
の
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
賃
料
が
経
済
事
情
の
変
動
、
公
租
公
課
の
増
額
、

近
隣
の
家
質
と
の
比
較
等
に
よ
り
不
相
当
と
な
っ
た
と
き
は
、
賃
貸
人
は
、
契
約
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
賃
料
の
増
額

の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

賃
貸
人
は
敷
金
と
し
て
金

円
也
を
賃
借
人
か
ら
申
し
受
け
る
も
の
と
し
ま
す
。

節麟
騨一癖鍵
鰐
路
級
勒拗
后
誰
萌よが繁
襲
夢
撒
報
晴ま使せ用視攻はなりま瓦

一
、
建
物
の
模
様
替
え
ま
た
は
造
作
そ
の
他
の
工
作
を
す
る
と
き
。

二
、
賃
借
権
の
譲
厳
も
し
く
は
転
貸
ま
た
は
こ
れ
ら
に
準
す
る
行
為
を
す
る
と
き
。

賃
借
人
が
次
の
場
合
の
一
つ
に
該
当
し
た
と
き
は
、
質
貸
人
は
、
催
告
を
し
な
い
で
、
直
ち
に
本
契
約
を
解
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

一
、
弐
か
月
分
以
上
賃
料
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
き
。

二
、
賃
料
の
支
払
い
を
し
ば
し
ば
遅
延
し
、
そ
の
遅
延
が
本
契
約
に
お
け
る
質
貸
入
と
貧
借
入
と
の
間
の
信
頼
関
係
を

者
し
く
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三
、
長
期
不
在
に
よ
り
賃
借
権
の
行
使
を
継
統
す
る
意
思
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四
、
前
条
の
規
定
に
違
反
し
、
そ
の
他
本
契
約
に
違
反
し
た
と
き
。

建
物
の
部
分
的
な
小
修
継
は
、
賃
借
人
が
費
用
を
負
担
し
て
み
ず
か
ら
行
な
う
も
の
と
し
ま
す
。

箕
借
入

（
そ
の
家
城
、
使
用
入
を
含
む
）
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
建
物
を
破
損
ま
た
は
減
失
し
た
と
き
は
、

第
　
七
　
条

第

条

第 第 第

六 五 四

条 条 条

第 第

九 入

条 条

第
　
十
　
条

第

十

一
粂

右
の
と
お
り
契
約
が
成
立
し
ま
し
た
の
で
、

各
壱
通
を
所
持
し
ま
す
。

多つ
テ
歩́
　
年
　
　
／多
　
月賃貸
人

連
帯
保
証
人

氏
名
林

派
　
触

現
住
所
界

蕉

し
ま
す
。

の
損
害
賭
校
全

の
と
し
ま
す
。

と
同
時
に
数
金

差
し
引
い
て
そ

し
箕
貸
人
の
承

求
め
、
本
件
建

［隅田閥日田出
　
　
　
　
　
日本た，
契約
ユ
．“
・１
・酸ω）

第

十

二

条

第

十

二

条

第

十

四

条

第

十

五

条

第

十

六

条

旅
泉
愈

と
の
間
に
、
次
の
と

賃
借
人
は
そ
の
損
害
を
賠
償
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

賃
貸
人
は
建
物
に
関
す
る
公
組
公
課
を
負
担
し
、
賃
借
人
は
電
気
、
水
道
、
ガ
ス
等
の
使
用
料

敷
金
に
は
利
息
を
つ
け
な
い
も
の
と
し
、
賃
借
入
が
質
料
の
支
払
い
を
怠

っ
た
と
き
、
ま
た
は

額
を
支
払
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
賃
貸
人
は
敷
金
を
も
っ
て
そ
の
弁
済
に
充
当
す
る
こ
と
が
で

質
貸
人
は
、
賃
貸
借
冥
約
が
終
了
し
、
貿
借
人
か
ら
建
物
の
明
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の

を
賓
借
人
に
返
還
し
ま
す
が
、
延
滞
賃
料
ま
た
は
第
九
条
の
損
害
賠
償
金
額
が
あ
る
と
き
は
こ

の
職
額
を
返
還
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

賃
借
人
は
、
本
件
建
物
の
明
渡
し
に
際
し
、
自
己
の
所
有
ま
た
は
保
管
す
る
物
件
を
全
部
収
去

諾
な
し
に
造
作
加
工
し
た
も
の
が
あ
れ
ば
す
べ
て
こ
れ
を
原
状
に
復
し
た
う
え
で
、
賃
貸
人
の

物
の
引
渡
し
を
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

連
帯
保
証
人
は
、
資
料
の
支
払
い
等
本
契
約
に
基
づ
く
賃
借
人
の
一
切
の
使
務
に
つ
い
て
保
護
し
、

て
履
行
の
責
を
負
う
も
の
と
し
ま
す
。

本
契
約
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
人
の
活
住
地
の
裁
判
所
を
第

一
審
の
管
轄
裁
判
所
と
す

者
は
合
意
し
ま
し
た
。

（特
約
事
項
）

借
人
と
達
帯
し

こ
と
に
各
当
事

本
契
約
書

　

一一
通
を
作
成
し
、
各
自
署

印

の

つヽ

えヽ
、

程
所
券
牽

氏
　

名

賃
借
入

現
住
所
恭
ギ

鮎

氏
　

名

第
九

き

る
明
液

れ，・・」）　、
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590-0109

大阪府堺市南区深阪南 314-1

藤 本幸子事務所  御 中

(6301K1576940)01577-01577

呻
し 用 の内

支払明細

２

グ
町
ン
土
イ
安
デ
区
ル

９
品
本
ビ

０５
中
際

０
市
団

．
阪
阪

４‐
大
大

(お「Πい合わせぷ日 )

丁 目 3-13

シャープファイナ ンス (株 )

事務センタ下570-003338
[営業時間 0時 ～ 17時 30分 (上、日、視日を除く )]

※
※お客様の情報を保穫するため ,

ご指定金融機関 口 しており
=せ
ん。

お報扱店
ヤチヨコアシステム株式会社 南営業所

TEL  072-341-8484

作成日   2021年  9月  16日

このたびは、シャープファイナンスをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご利用の内容および月々のお支払につきまして下記の通りご案内いたしますので、
ご確認のうえご完済まで大切に保管いただきますようお願い申し上げます。
今後とも、シャープファイナンスをご利用賜りますようお願い申し上げます。 ページ  1-1

日圧振替毎月 3日

お問い合
わせ番号
6301K1576940ご契約 日 2019年 10月 25日

ア
゛
ン
゛
タルヵラーフクコ

゛
ウキ

※ 2品 g以上ご利用の料合は代表商品のみ表示 しております。
商 品 名

リース期間
( 60カ 月 )

ら
で
か
ま
日

日

月

月

年

年

43,200円内消費税額お支払合計額    475,200円

口座番号********三菱UFJ銀行    中もず   支店
口座名義人 預金種別 普通

お支払後 の

テ曳   高
お支払

ダま

お支払
月年
お支払金額

内
消費税額

4671280円

li:|::|

7
7
7

7

伊

ｏ

ｏ

ｏ

円
1

2
9

4

伊

０
０
０
″

７
７
７
７
嗚

2
2
2
2

3

9

0

1

1

1

9

10
11
12

5
6
7
8

2

1

2
3

1

2
2
2
2

8

9
0

1

1

1

2
2

2
2

4
5
6

7

|お 支払後 の
残    高お支払金額 瑠費税額

お支払

回 数
お支払

年 '月

2
2
2
2

伊

０

０

ｏ

伊

０

０

０

円 871120円
791200
711280
63i360

2
2
2
2

2
1

2
3

5
7

5
6

7

※本書状についてのお問い合わせは、「お問い合わせ番号」をお

消費税は月々のお支払金額に含まれています。 陣 鍵 瀧 靴
鳴
卿 "〃 1577 BO,
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★お客様がお申込みになる会社名

憂賞人(乙).シヤ〒プフアイナンス僻
〒641=0052大阪市中央区安圭町2丁目3-13
1リースについてのお間台セ窓口〕事務センターTEL 0570-003338

ンヤ
=フ
‐
リースお甲込みの困谷 (世)

|↑鶏魏添錘藪蔽瀞題藪鑢覇爾翫式

リース臨始Bからだ∂ヶ月
20   
年
十    
罵

|

t』

リース期 F翻

リース開夕。好定日

20    
年
十

月

20    
年
十

月

20    
年
十

月

銘 1回目

繁 2団目

最 終 回

リース料

支 払 £

円

円

田

こ)lθ

ιク

1/:31∂リース料

消費税等

合  計

月 領
リース料

※小数点第一位を切り捨てした驚数が消費税等となります。

□座振書・巽壺振弟支払方法毎月3(   )日支払 日

支払El座

月額リース料に2を乗けた額と向額, 麦鐵挙盟 誅畿寸螂X再り,ス料は再リ
付加されます。(り

ヨ昇七ヒ景

`41斗

特約条項

4枚目に金融税弱お臨サEoを ,畢節してくださいゎ

・ 金融機関然業色の場合は迎雪資 aの教泌と

.すユ賓監葛記府ヂ黛麦癬瞬.保管料をは後こl

重鮭毒建謝辞解盤義

20  ` 
工
|  , 
月

|

① 申 込 :書 1控 (お客様用)

申込年月(3

2.機種変更 3.1曽設

雅種変更の場合、十日契約番号

笙  :陵

人

万円

百万爵年

商

シャーカ ァイナンス株式会社

居

通帳番号 (右ツメ記入)

年

収

お勤め先

有・無
同居の

ご家族

ご自営

T

プf/2-4子7-″ηど」

aヵ rJ

'容控
帯
霊
将

所

在

地

奮

Ｆ
Ａ
Ｘ

E‐mail

2・ 3・ 4オ貨目

に1群部t!て

くだ碁ti.

資
本
金

な

番剛こと―ド

34

住    い

|ゆう ち ょ 銀 行
覆ロコード

166

守i l l 10

業

蓬

1 愈己所萄 2、 憲族所萄 3.社宅 ,官舎
4,1曽 ぶ う 質質マンション

6公 団・公営 7ア バート

禁 縦

栄
〉人

霊Ⅲ・1,替

石

子供 (

羽 '大
‐
昭・平・令

年   月

設

立

□ 座 番 号

フ

生 年 鳥 a

月   倒

昭・平・令

年

ご
自
宅
住
所

居

住

年

2・ 3枚目
に押印して

ください。

盆
薔i軒:
電話

ヤヨ

メイク

年■名フリガナ葛苺秦尋季司静聯鬱櫂踏選ユlra磁:醜
=i

日本維力鶉§鴻為会譲翔逆蘇 欣
璽 肇導コ愛商搬 IttMiワ

・
就貶:

対絵鶴ノ淋原 撤

亨機 、……ガ ナ

第一,

法人 ・ 公的機関
個人事業主 (男 女ヽ )

区

分

お

名

前

ご

住

所

性 則

男・女
(法人)

預 金 種 別

1.替過 (総合Cl座)2.当座

Ｄ

座

名

義

人

所
在

地
，
社
名

・
代
表
者
名

ゆうちょ銀行以外の金融機関

銀行・ほ鳥金隠五

惚用組合・農協
椛
鑑お

支

払

口

座

連

帯

保

証

人

畢

定

者

リ

ー

ス

申

込

者

（甲
）

台 数

/

(質僣人住所地と興なる場合)と蓋帯うi与 11・ 1ヽ,31: イ|「
'(':iお

:→ オllオ ti■ (テご、ニミヽ

機  種  名

5戸どユ隻互1
メ ー カ ー 名

師ミ0
商  品  名

夕津1榛一1

2

3

4

5

6

lジ

|

ス
　
物
　
件

物
件
設
諺
場
所

20

20

劇

第 1圃目

最 終 回

保守料総額 (税込)

代理受領

期 間

用

用

円

保 守 料

消費税等

合  計

月  額
保 守 料

保守会ネ土 (保守についてのお閣台せ先)

担当者

中鯰 【／〔ズ胡h)

陥X法人1装名義の□座の場合、ご記入ください。ゆうちよ銀行を除く。
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地位承継契約書

(賃賃人)シャープファイナンス株式会社 御中
作成ロ ス でヱ、3 年  必 月 日

第 1条 (原契約の確認)

地位譲渡人 (以 下 f甲」という)及び地位譲受人 (以下「乙Jと いう)は、賃貸人に対し、賃貸人と甲との問で締結した「別表 lJ記
戦の契約 (以下「原契約」という)に基づき甲が賃貸人に対し負担する債務 (以 下「本債務」という)が「別表 2Jの とおりであること
を確認します。

第 2条 (原契約上の地位承継 )

甲は、「別表 3」 に記戦された日をもつて、とに対し、原袈約上の地位を移犠し、乙Fま、原契約に定めた各条項及び原契約に付属する
契約を承認のうえでこれを承継するとともに、 鳴1表 4」 に記載された原契約対象物件 (プ ログラムプロダクト含む。以下「物件」とい
う)を受領したことをあわせて確認 します。

第 3条 (原契約きの債務 )

甲は「別表 8]に記載された日をもつて、本債務の履行を免がれます。ただし、「別表 5Jに記歳された非承継債務については、
甲が賃貸人に対し履行するものとします。

第4条 (支払方法)
乙は、原契約に基づく金額を「別表 6Jに記載された方法により賃貸人に支払うものとします

第 5条 (物件設置場所)
1 賃貸人は、るに対し、乙が物件を f男町表 7Jに記載された場所で使用することを承講します。
2 乙が物件を「別表 7」 に記賊された場所で使用するために運搬・据付 。調整等が必要な場合は、甲及び乙の費用と責任の下で
行うものとします。

第 6条 (連絡保証)
と 連葛学保証人は、この契約に基づく乙の笛貸人に対する次の各号に掲げる支払債務 (以下「主たる債務」という)を保護し、乙と
遵待して、l貨務駁行の責任を負います。

①別表 2記様の償務残高、

②原契約に規定する遅延損害金

2 賃貸人が連幣保百1F人のいずれか一人に対して履行の。・青求をしたときは、乙及て,く′との連帯保証人に対しても、この展行の論求
の効力が生ずるものとします。

3 連絡保証人が保証債務を騒行した場合、運審保証人は、原契約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務がすべて弁済される
まで、移面による賃貸人の事前の承誌がなければ賃貸人の権利に代位しません。
■ 連再争保証人は、賃貨人がその都合によつて他の保証または担保を変更もしくは解際しても、先費の主張及び損害賠償の請求を
しません,

5 乙は、賃貸人が運帯保証人に対して、乙の賃貸人に対する債務の履行状況を開示することをあらかしめ承諸します.
6 連帝保証人が法人の場合、第二項に基づき保証するに際し、法律上必要な社内手続を実施していることを賃貸人に対して表明
及び保証します。

7 連特保F正人が法人でない場合、以下の規定が適用される()の とします。
(()乙 は、以下の情報をすべて、法人ではない連帯保証人に提供済であること、及び提つ|し た情幸P`が真実、正確であり、かつ、
不足がないことを賃貸人に対して表明及び保証しますラ

①財と及び収文の状況

②主たる憤務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる償務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(2)法人ではない連帯保証人は、乙から前号の情導段すべての提供を受けたことを、賃貸人に対して表明及び保証します。

第 7条 (そ の他)
1 本契約て定める事項以外の事項はすべて原契約によるものとします,
2 甲が保有する原契約等の関係書類は、甲及び乙の問て;1継ぎを行い、以後乙がこれを保管するものとします.
3 乙及び連帝保証人 (以下あわせて「契約当事者tと いう)fま、裏面記載の「個人l寺報の収集・保有 利用 提供に関する
同意条項!並びに「反社会的勢方排除条項Jを確認・承誌します。

i二 課陰付保の為物件設置堺岳:亀再てす

導 動なし「移動なしJと Ⅲ
‐
サ入くださし'

・移動あり醒 ■腎 七fr.!ti~li=― ｀

(ご 署 名)

自宅住所

氏名

Bホ共産党 堺市議会議員 林原徹

林原 徹
072-247-8963

i§
在
旅

設立年月

商号

代表者

地位譲受人 (乙 )

離 地  〒 59rS037 大阪府堺市北区百舌A赤畑町 5T386-1

生年月日

(ご 署 名】

自宅住所

氏名

蔚在地  〒5er8037 大阪府堺市北区百舌良赤題町5丁 386-1

商号   日本共産党 堺市議会議員石本京子 テ
か
ｆ

ｉ
μ

代表者  
電話番号

釣23年 08月 03日 ～ 2026年06月 03日
左記金額

支払期間

つ026年 06月 11日202二 年lX,月 15日

自月午

6301K166捌 63

2021年 06月 15日 リース 望約
契約番号

日)

)

日年

日

支払方法 または  議 二振込
初回支ⅢR

|

日から 日年    月年     月支払日

金額

テシタルカラーフクゴウキ    TASKALPA2470CI   キョウセラドキュメントソリユ    I

契約種類

契約期間

リース料 (税込)

り

月

非承継債務

支払方法等

※保守料含む

物件設l跨J所

42,750F]債務残高9023年 05月 30日時痢
|

継承日

主な物件内容

(詳キ猥は原契

約に基づく)

原契約

5

6

2

3

4

上記を証するため、本書 l通 を作成し、当事者記ら押印の上、賃貸ノ、に差入れします.
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591-9097

大阪府堺市北区百舌′鶴赤畑町 5丁 386-ユ

日本共産党 堺市議会議員
林原徹 御中

(S301K1662963)綱 0'91-08791

の

(お問い合わせ窓口 )

発せ霞古騨辱夢キリタ丁目3-13

シャエプファイナンス (株 )

事務センター
0570… 003938

サ
〕

〔営業時「1 10時 ～17F手 (上、日、
'滉
Bを除く)〕

※国座振替ご指定金融機関
深お客様の情報を保離するため

しておりま

お取扱店
(株 )阪南ビジネスマシン 本社

TEL  0722-77-0855

イ乍成日    2023年   8月  16日
お支払明細

このたびは、シャープファイナンスをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご利用の内容および月々のお支払につきまして下記の通りご案内いたしますので、
ご確認のうえご完済まで大切に保管いただきますようお願い申し上げます。
今後とも、シャープファイナンスをご利用賜りますようお願い申し上げます。 ページ  1-1

修月 3日 1 日座振審
ご契約日 2021年 6月 15日 工:河

い告
わせ番号 631lX1662963

商 品 名 テ
゛
ン
゛
,,〉 カラーフクコ

゛
ウキ

X2品目以上ご利郷の始合は代表商品のみ森示しております。

リース期間
( 61カ 月 )

ら
で
か
ま
日
日

月

月BI:き祭
お支払合計額    759000用 69,000日内消費税額

三菱UF」 銀行    中もず   支店 口 座 番 号 半
*半 **4■ *

IIヤシ,1｀
｀
ラ トオl'預金種別 普通

お支払

回 数
お支払
年 月
お支払金額

,I支払

田

の

高

お支払後
残

お支払
年・月
お支払金額

お支払後の

残   高
2
2
2
2

円 円
1

2
3
4

2
1

1

1

い

Ｏ

ｏ

０

０

０

１

２

＾

円

　

　

　

　

一

〇

５

０

５

ド

２

２

２

２

一

8
9
0

1

５

５

５

５

一

1

1

1

1

5
5
5
S

伊
0

0

0

H 円 円

　

　

　

　

一

Ｓ

８

２

Ｓ

Ａ

２

１

０

８

一

9
0

1

2

1

1

1

イ
5

0
7

一２

２
4
6
6

2

2
2
2
2

2
1

2
3|

１

０

０

〇

一

３

５

５

５

一

お
邪
邪
梁

1

2
9
4

※本書状についてのお聞い合わせは、「お問い合わせ番号」をお申

消費秘は月々のお支払金額に含まれています。 鞠 鎖醜観
鳴
脚 "〃 ,91 B013

76



591-9037

大阪府塀市北区百苦,鶴赤畑町 5丁 386-1

日本共産党 堺市議会議員
恭原徹 御中

(6301К 1770337)00793-00793

の

お支払明鋼

てお膊r,合わで窓口)
S英1霞

音榎恣野夢穿り夕
丁 目 3-13

シャープファイナンス (株 )

事務センタ
了570-903338

ガ
〕

〔警業時間 10時～,7',(上、日、視日と除く)〕

X日座振替ご指定金融機関
X lS審 様の情報を保覆するため

田 しておりません。

三菱UFJ銀行    中もず   支店 口座響騨 *Ⅲ 主■単*■

預金種別 普通 口座名義人 Aヤン‖
rラ
トオル

お取 tl支 店
(株 )阪南ビジネスマシン 本社

TEL  0722-77-0865

イ午
‐
成日    202準   8月  16日

このたびは、シャープフアイナンスをご利用いただき誠にありがとうございます。

二裂畢8安貪』発撥ξ冬冥窃語撫響Fえ是と事手評?醤路F否密I浄笠季「手F｀ ページ   1-1

劇 口座振替瑚   3日
l。
お両い合
わせ番号
6301K1770397ご契約日 2023年 3月  8日

商 品 名 ン・ムヨウインサツキ

来 2晶日以上ご利用の導合li代表商品のみ表示 しております。

リース期間 9
8

月

月軍 ( 60カ 月 )
ら
で
か
ま
日
日

９

７

781000円内消費税額お支払合計額    8581000田

お支払後の

残    高お支払金額 瘤費税領
お支払
年・月贈費税額 1俸靴

お支払後の

残   高
お支払

回 数
お支払
年 月
お支払金額

Ｆ

０
９
０
■

０

０

０

０

■

・“
錦
岬
単
膜

２

２

２

２

Ａ

9
0

1

2

円

　

　

　

　

一一

３

０

７

４

■

７

９

８

４

ｉ８

５

４

２

１

■

，コ

ー

ー

ー

鵡

伊

０

８

０

“

l  f  日

|■ミli■ |´■■|

円 円

　

　

　

　

一一

〇

〇

〇

０

年

４

２

再

Ｏ

Я

‥β
お
↓
ｉ８
打

９

９

１

２

ａ

４

５

５

５

二

伊

ｏ
ｏ
Ｏ
ｒ

３

９

３

３

●

１

２

９

４

ｘ

伊

ｏ

ｏ

ｏ

伴

・愕
β
常
β
ｎ

i4
11
14
14

‖
2
3
4

1

1

1

1

一３

３

９

３

,

0

0

0

1

1

,

1

■|「 ||【 ■|■ 1子■|

１

２

３

４

一一

鞠 錢繰報
鳴
瑯 "〃 793

い合わせ番号」をお申X本書状についてのお問い合わせは、「おF瞬弓

消費税は月々のお支払金額に含まれています。 B013
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1, ス 契 約 書

興 約 陥

2υ tts 年′θ月
lπ

賃借人 (以下「甲」という。)と 賃貸人(以下「乙」という。)は、物件のリースに関し、次のとおり約定

したのでその証として本書を2通作成し、甲乙は署 (記)名捺印のうえ各その 1通 を保持します。

日

甲 (資借人 )

庄所又は所在地ち,市芽,EIド |■ ● P二
氏名又は名称日本共産党itti甫ご議
代表者み蝦ぇ _

乙 (資貸人 )

所 在 地
大阪市北区中津5丁目4番 10号

1

連 帯 保 証 人

住    所

氏    名

連帯保 証人

⑩

③

NX・TCリース&ファイナンス株式会社

所

　

名

住

及

1ページ
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契 約 余 項

第1条 (リ ースチ火望約の目的)

鷺建子富寄笑蒜お魂狩手Ψヂ緋扉籾子手ど安藩と洗お急は
アを含む。以下同じ。以下「物件」という。)を FT受けて甲にリ
はこれをイ‖受けます。
銘2条 (中途解約の禁止)
この斐約は、この契約に定める助各を除き解除することはでき
第3条 (リ ース,W‖町)
リース

'硼

削は別衣11}祀戦のとおりとし、4ヤ受証記載のイ洋受日よ
す。

(1)物件に付着した動産の所布純は、乙力f書前によりll耳の所イ】trcを 認と′)た場合
を除き、すべて無償で乙にすhllFlし ます。
(酎第二者が物件について権利を主張し、保全処分また
の所有権を優等するおそれがあるとき|ま、平Iは、こ
物件が乙の所イlであることを主張かつ訂E明 して、そ
ともに、直ちにその事‖,を乙に逆角iします。
第10条 (物狙1の所有糀標識)
(1)乙は、乙が1カ件の所布権をイ,する▼の報徹 (以下「乙の所布韓靱識」とい
う。)を物件1こ賄付することができるものとし、また、とFは、乙から要求が
あったときは、物件に乙の

'F布

糀Iぷ識を貼制します。
(2押 Vは、リース剃間中、物件に賄付された乙の所右糀将i競を維持します。
第11条 (1カ件の点松)
bま たtす乙の指定した者が、物件の現状、稼初及び,I管状況を点検または
科在することをオtめたときは、甲は、これに応じます。
錦12条 (通打 `報告翻卜駅)
(1)甲 または連お,保紆人は、次の各号の一つにでも該当するときは、直ちにそ
の旨を普面によりるに辿知します。
①名称または聞号を変更したとき。
②住
'Fま

たは所在地を移‖ほしたとき、またはft表者を変更したとき。
③il手来の内容にn要な変更があったとき9
①今俳、会社分制、資本金なしくは準備金の額の減少、主弊株主その1也の
実質的女雷となの変動があったとき9
③lil務 または世来秋況に若しい悲影響を及はす訴訟、イll'裁、削絆等の申立
ておしくは開始の1卜笑力f売上し、またはそのおそれがあるとき。
⑥第18条姉l ttl第 3サから5号までの事夫が発生し、またはそのおそれが
あるとき。
②物件につき減失 (′摩斜不能及ぴ詭報を含む。以下同じ。)・ lll悔の事故が
発生したとき9
①物|卜自体またはその使引〕若しくは保管に起個して舛三者に報学を与えた
とき。
③その他乙の純利を優等するJ卜実が発生し、またはそのおそれがあるとき。
(2)好
I及び逃竹保訂L人は、乙から要lkがあつたときは、その4手猪の状況を説明
し、各事業年碇の,「算ⅢⅢ類その他乙の指定する関係書類を乙に提出します。
第13柔 (li″r利の移ほ等)
(1)乙は、この望約に基づく権利を第

=者
に担T果に入れ、または誡粧すること

ができます。
(2)乙 Iよ、物件の所布椎をこの契約に基づく乙の地位とともに、第三者に担保
に入れ、またはiRJ驚することができるものとし、甲はこれについてあらか
しめ承二4し ます。
(3}乙は、この狭約による椋利を的=り 、着しくは回復するため、または第二者
より異R織岩しくは廿‖の中立てを受けたため、やむなく必要な措世をとっ
たときは、物件搬出す1'1、 弁護士費用等一切の費用を甲に「青求でき、甲は
乙の請求に基づきこれらの費用を乙に支Jムいます。
第14条 (規定Itξ子金)
規定損iζ金の傾は、別狭(9輝己L`tの とおりとし、リースlりl‖」の酪始月から1
ケ月問は始期の逃本制とし、その後については、リース期μVの開始月から
ユケ月経逝するごとに、所定の逝減刃紅七避蔵した金額とします。ただし、
遜械した

'研

門に、リース料及びその他の米払金があるナメブlブ合には、その米仏
金キ「1当額を加年した金41iと します。
第15桑 (■1審保険)
(1)乙 は、乙を祉保険者とし、リース期間中 (再リース鞘問を除く。)、 4カ件に
別ユざ8耀と載の根審保険をf lヽ.保 します。
(2‖力件に係る保険4手故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通角,する
とともに、その保険金受取りに必要な一切のと卜報を螺淋なく乙に提出しま
す。
(3淵イ頭の保険尊「散に基づいてれに1呆険命が支払われたときは、甲及0'乙は次
の′て1号の定めに従います。
①物件が修需可能の粉合には、乙は、qJが第8条第2項の規定に従つて物
件を修結した場合に限り、第8条第3項の規定に従つて4歩継のために支
払った費用に充てるため、この金額を限度として保険金利1当組を甲に文
払います。
②物件が減失した粉合には、甲は、とに支払われた保険金組を駅度として、
第16条第2 Fiのげt務の弁i済 を免れます。

第16条 (物件の減失 ,損イシ)
‖)物件の引波しからその返遺までに、物件が成失若しくは韻傷した場合、ま
たは駒件を使

'H及

び収益することができない期間 (物件の保守、点検、推
tlび、4歩結等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲
は、その原ll、lのいかんを制わず、リーストトの支払いをすほむことができず、
とに声̀ナ し、物件の性村,、 代審物の引泄し、り"ス料の減額及び休業打)横そ
の他根1日出横の岳‖求をすることはできません。また、このチ)′合において、
F「 Iがこの拠約に基づく「Pの目的を述成すること力fできないときであっても、
rドはこの契約を解除することはできないものとします。
(21物件の引泄しからその返埋までに、4″件が武失した場合、投iF賠償金とし
て、甲は別衣(9渭む載の規定額害金に加Iえ 、乙がリース期間M了 時に見込ん
だ残存価額を直ちにるに支J′、います。ただし、

‐
とに生じた,,R審がこの韻守

1許横金の十『1を超えるときは、
'コ

はその超過額も乙に支払います。また、物
刊とが残存しているときは、llfは、乙の指示に従い、lIの責任と負担で物件
を乙に返還します。
(3酎 T項の支夕、い力fな されたとき、この契約は終了します。
第17条 (1″‖:使用に起四する根審)
(1埓勿件白件またはl拘件の設世、保管及び使用]によって、第二者が111害を受け
たときは、その原l'、lのいかんを問わず、甲の責任と負担で解決し、乙に何
らの負担を負わせないものとします。また、rF及び

'Tの
従来貝が執答を受

けた琲書も同様とします。
(掛市イ項において、乙が積lFの障伏をした場合、IFはれが支・lど、つた賠償チrlを 乙
に支払います。
13Ⅵ勿件が体三社の牛耐=オ作、実用新珠椎、簡採|れ、意匠糀または著作権その他
知的用離権に抵44することによつて生した根普及び紛申について、lTこ項
の定めを半用します。

から、Fl'ヵ f

ツフトウエ
ースし、甲

ません。

り起才年しま

乙

ヽ
と

り

し

る

よ

一不
め

に
提
勢

等

を

に

行

等

止

執
誉

防

制

約

害

強
契

狙

は

の

の

第4条 (リ ース判及び文V、方法)
(1‖″+卜のリース利は、別表嘲,こ穀のとおりとします。
(2)呼1は、別装(5渭己戴のリース料を別狂(6)記 1碇の文V、日及び支払方法に徒い乙
に支払います。
(3)″け棄(a澪と載の文型、方法が,授込の場合、この鞭込撃セ用は甲の角担とします。
す高S条 (前払リース料)
(1)務

彗尚嘉程干錦長蒜霊貌呂守雛?無τた結警稀at空文糾警
(yそ

舞?81(
―ス料に,Fせ乙に支払います。
(2刑t私リース料は、リースlVl‖ Hの設終月から川H次さかのぼる各用分のリース

摯半と言:を奪尊こε蝉
ビ輩瞥研協確跳亀ほォ整 竃務せ横 学f常

(働甲が第18条第1■各号の―つにでも該当したときは、乙1よ前項の規定にか
かわらず、かつ、J「前の意思表示を要しないで、耳F払リースネ・lを甲に対す
るすべての役権の全部または一部に充当することができます。
何)甲は、前払リース料の支払いをもつて、乙に女∫する一t,コの支払義勝を免れ
ることはできません。
第G条 (1夕件の引波し)
(1‖力件は、売主から別表13渭こ戦の引波勒刃iに搬入されるものとし、甲は、物
件/ヽJf搬入されたときから引波しのときまで解良な曾靴者の注意をもって、
甲の負担で苑主のために4打 t卜を保管します。
(2)甲は搬入された4η件について正ちに甲の負担で枕空を行い、物件の品夕〔、
種類及ぴ牧量(規格、仕雑、性常とその他4カ件につき甲が必要とする一切の

謝吾ネ虐亀吝せ毒∴背とをぞ確協こ正留嘗?患経警と亀紙を逆な皇皇警之
好毯算な牟庭窃れ解ぅ絵ぜ班えY高をゼ彗手す

ときに、この借受Hをもっ
1働‖1孵i隠 、イ鴇争ξ丁雌虫守4析 ?警憩P牌律|こ緩官た百1を
を猛観驀翠智とぁ警七ξttμ

でこれを離した制項配い、他証
伯)讐ぜ契t窓 il輩亀焦否葦好f告赤曳摘警漁龍菅lttttl晶ほ其桑余患Rせ
留きた二吉そ亮霊普含,蒋歳綻[ピ李!fあ

つたときはヽ11は、そのう4求の

名み           力、迦送叫1の導「敵、サlrll争∴識、法4等の改
lサじ、光上の都合及び乙のllザて意またはえ大な過失が認められない41由 によっ

憲負楔普忽兜子
し力盤延し、または不能になったときは、みは一切のイ〔イと

(2】身件の品質等の不通合があつた〕坊各並びに物件の選択または決定に際して
甲に針誤力tあった増今においても、乙は、一切の責任を蜘いません。
(3用T二項の場合、町子は梵主に対して直接甜】とを行い、売上との問で解Jとする
ものとします。また、町1カす乙に対し書而で甜求し、乙が駐波可能であると

離?吾を輩ζそ曹奪,と息|よぃ岳鳥笠夫伝赳貌鳥菜茜術完乎哲せ券を&百
す。
(1)を

と奪をとをを言どこと1争kitl常吾群手4毒夕3そ↓こ稔1辞こ書
般行能力0とびに請求綿の破性に保る諸権利の存否を担イ好としません。
6)耳 Iは、第3項にとづいて、売上に対して権利を行使する場合においても、
り…ス料の支払いその他この契約に基づくTt審の減免、または弁済の猶予
を受けることはできないものとします。
第3条 (物件の使用 ,保管)
(1}IPは、第6条による4〃件の引波しを受けたときから別表(3澪と1記の設世場所
において物作をイll.i,Wできます。
(2)甲は、法今等を通守し彗↓篭な警】と者の注意をもって、1カ件を41黎または職
務のために通T十の用法に従つて祉用及び保管するとともに、物件おWIttI

審争で据むせ螢貿

~分酷 龍す融 想棚 つよ指こ附 、帥 及叫 備を

意占とセζT伊
冊したと罰よ その脚 のいかん制 斌 甲が修需する

13堺粽法盤翠?奇集手瞥誓t患急百撃R奪猟とを学芋:乙
に★fしこ営とらの費

雀l需J陥脇Pと機 、当鳥彦とを士、挫1熟に差し入Jしたり1‐るなど乙の所布
椎を侵iζする行持をしません。
(2遇

甘

'辛

卜を紀腎界協継習妊患為驚iと存尊ζど腎こと令
の行為をしません。

②l力件の
窮鳴′て進、加工、枕様枠えなどによりその冴〔状を変更すること。

③l″件を第二者に転付すること。
①4″件の占布を移転し、また1ま別表(3席こ載の設in場所から1カ件を移動する
こと。
⑤この契約に基づくЧIの糀利または地位を第二十にil″て被すること。ω
:11悲粋ピ景孫塩拿:絡ξ鰈%鞠 緻性
乙に対して何らの修4nま たは11lf賠償甜】tを行わない旨の書面を提出させ
ます。
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第18条 (契約連lx)
(1)甲 が、次の各号の一つにでも該当
のみで、この望約を解除できます
①リース料の支払いを1回でも怠
②この契約またはこの袈約以外の

したときは、るは、llll告 を要しないで,lイl知

ったとき。
甲b‖ Vの盟約の条Fiの 一つにでも連反した

②IFは、以下の構報をすべて、法人ではない巡1,保証人に提‖に済みであるこ
と、及び提,やした常報がJ〔突、ヨi碓であり、かつ、不足がないことを、r〕
に対して表り1及び保 正ヽします。
ア 開lir及び1え文の状況
イ 主たる貨務以外に負担しているlt務の布無ゴはび1とその額及び履行状況
ウ 主たるlf務の担桝tと して他に提0に し、または提供しようとするものが
あるときは、その旨及びその内容

③法人ではない,単lF保証人は、
'Fか
ら注i号の1ギF‖ tすべての提供を受けたこと

を、rJに★↓して表明及び保証します。忌宿毬昇:1言稔飴 r塩第|千 ]ことモ:を粋4告撤丑手ど4
⑤募終をlすこ止または解散し、若しくは官公庁からの紫務帯止幹業務継拙不

'と
の処分を受けたとき。

彎
g!報化快 をし争よそのおそれがあると認められる脳 卿 曲がある

O赳帖保証人が第3号から第5号までの一つにでも該当した勤今において、
とがオR当と認める保証人を追加Iしなかったとき。

(2)と

豊身喜ξff協
海?哲樫電簿幹言ををt己 !よ ,呼妥1品熱織茄窺売綴9措等猛

脩
幣習兒普拿ぁを1留学P返

選を不常とと判断したときは、第お知Dの規定が‖

第19粂 (遅延杖害金)

第21営恙ゝ:争,格子粋挿手牟!::と喜
g与酵ュ与推と草ド騨:ヨ

:二緊,:守;島Htti:‡子辮:ど筵存i鷺き常粋樹ヒ|
:怒ЙとこF政腐零中埜妄黒訴鴇字暴【喬線ご!聖寧!こえ握VTと示鳥,
―スを示甜しない旨の意思装承をしたときは、この契約は終了します。
第21条 (物件の返還・消算)い
手8辮鰍冠ぞ甥鶴Vi嘲轄!ご♂編摘縮湖あ隠括
蕩こ春憲占を鍛躾茫毬振そそ守賛:毯鳥勝駐程稚嶺上泳鳥亀撃普埋掃た亀墾

ヤ

'【

雄::I患 ;3:ヒ学,まtl称粋を豊書ウ常島占希魯群禁路害こ1
ているときは、甲は、町1の☆任と負担で当畝メータを消去して4勿件を

‐
とに返

選を禽よ望と舟:返
避後に当該データカす帰洩したとしても、乙は、一切の斎

121ttIが物|卜の返還を逃廷したときは、甲1よ返還完了まで、進延日数に応じてリ

めに罷桜ま寧P祇
等金を乙の鵬 醜 い乙に支払うとと嶼二 この契約幌

(3暉

覇粋軟?折耕海湯箭転奇控宮槙ゼ!｀弔i汁こ売箸駐♀とをす鳥打捧itY
赫泰勒名滞争I黎菅観雛伝睡ζ棚 議鴨孵とれ花毛。きは、乙

呈歳茸畜ツぜ2Ⅲき解 錦ぞB湖訂弩七議権紺g腎1乙輸出
こ彼■ヽろに

(3)常

旨i吉:争奪::を4を‡:t掌奪;と〔:〔::と:i†拿::与::
0各ぢ車11:紳 4急:  ヱ与埠串ti尊啓与4筆
を証する審面を乙ほ提出します。例
:怠:ζξ揺翻攣郊鞠離締Ⅲ庫零埠,
第22条 (物件の工時領かり)

:拿拿#::な尊:::ξ::!とζ‡i:i:i4:与イと1室専を患:
く償務の弁済を免れることはできません。

第23条 (速 lF保証人)ω
幸とど撒笠寧,宅

碧辮絆γV留聰名ふ孔斧錦[錦 t髯?秩瘍械絡

モ絶幹常幣絆卜官阜林幸!稔再tE奪を:奪幕鵞撃葉ξl全与a奪境ま嘉珠普

そ罵とこξ
ttF昔ごあ精解瑶覇浮ふ書liJ終患た芋弯専爺盈ゼ奄縮凡士

ω諜ぜ智蛇xみ鋒駐摯鶴隷〓万絲妙碑.き鮮保
を奴着しくは料

偽
も普株静宮と革串:をとli慈資t券を絶綿常峰粋ittζ〕み与祐幕尊彬僣
極度額は定めません。

に対して、甲のとに対するT(務の展行1大況を‖〕示する
します。
人の個人1普‖tについて、この髪約の目的の進成のみに

,た

'11し

ま1‐。
第24条 (1(丁‖負担等)
(1)Tlは、この貿約の締紺に囲するllr打]及びこの契約に基づく41のイPi務繊行にlノd
する一切の賀

"〕

を負担します。
(2)乙 |よ、国定贅産砒を榊付するものとし、リース期llll中 に,コ定☆産税額力■韓組
された助作には、41は、そのオⅥ額分を乙の希#求に従い乙に支払います。
(3)町 1は、この契約の成立Hの税準に基づいて計ケメした別数(5沼己載の

'Hlイ

軋箸相
当額を11担するものとし、,WTセ税等級がよ竹細された場合には、その

'‖

額分を
乙の「‖求に従い乙に支払います。
樹)ηdは、固定ri貶税及び1洋斐税等以,卜で物件の〕k↑|、 所布、保管、使用及びと
の夕約に基づく

'k引
に糾され、または課さ,とることのある絲税相当額を名幾

人のいかんにかかわらず虫挫します。
(5)‐乙が前項記載の諸税をiれlめることとなったときtと、そのれ,付の構T後を問わず、
lTは、これをとの評,求に祉いるに支れ、います。
第25条 (公離i正審)

ll髯及び述4r保証人は、乙からI"求力帯あつたときは、町
'の
1そ用負担でこの契約

を

"Ⅲ

印l執打認語‖粂▼iを付した公よ|:証11,と します。
第26条 (1,紋業止)
lllは、この望約に襲づくT(務を、あまたはるの水稚人に対する11権をもつて
相殺することはできません。
第27条 (弁 1斉の充当)
この契約に基づく11の弁清がイrt務金額をおI滅させるにlこ りないときは、とは、
乙力f連当と認めるllll序 及び方法により充当することができ、lTは、その充当
に難して具岳えを述べません。
第28条 (通知〕のアメ

'丁

力)
第ユS条の地角Iその他この契約にlメ司し乙が甲〕または,Ll肝保i正人に対して発した
書面であって、この契約モト記載または第12粂 により趣猟1を受けたIPま たは逃
帯保証人′)住所あてに進し出された14面は、趣↑‖劃連すべきときに到逆した
ものとみなし、鳴1は不nVlま たは廷精によつて生じた損害または不利益を乙に
対して主】〔することはできません。
第29条 (反社会的勢力の排除)                 .
(1)甲及び池1肝保紙人は、この妥約(再 リース望約を含む。)の締熟日において、日
ら及びそれぞれの役員が、界力団、黙力割員、来力回景でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力I謝準柑脱景、基力回関係を素、ふ力団関係漸lイ lゝ、
給会雄、社会遇動等報ぼうゴロ、件殊打I能黙力集団等、その他これらに離ず
るを(以下「養力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれ
にも該当しないことを表明し、かつ‖手癬にわたっても該当しないことを確約
します。
①雅力lJl争が器営を支雨としていると認められるlメ1係をイ|すること。

恩餡P誓鶴t埓継彎聯誘縣と醜詭?縄盤糀二続
加「える日的をもってするなと'、 不当に熟力HI等の成力を不ll用 していると認
められる関係をイ「すること。
①暴力劇等に対して狩金牛を供織し、または使■を供与するなと'の閲与をし
ていると認められる関係を有すること。
③その他恭力団等との社会的に非掲lされるべきll'珂係を有すること。
{2)11及 び

'ど

4'保証人は、白らまたはそれぞれの役貝岩しくは第二者を利
'‖

して
次の各号に該当する行絡を行わないことを碓約します。
①器力的な要求行為◇
②法的なザi社を超えた不当な要求行わ。
③乙との取引にlメjして、脅地的な音FIJを し、または界力を

'1,い

る行″う。
①風説を流布し、偽計を用いまたは成力を用いて乙の信丹〕を毀投し、または
乙の米務を妨害する行為。
⑤その他市T件号にrv`ずる行為。
(3)甲、巡lV保証人またはそれぞれの役員が、暴力団午岩しくは第1項各サのい
ずれかに該当し、若しくは前項各けのいずれかに散当する行為をし、またIよ

答と豊宅磐害好皓零嵐斎露、
'瞥協塊婦を鳥離李T聖誓祟専ζi煤添抱緯ち紳

世については第18条第2項、第19条、第21粂が適用されるものとします。
但)"T項のれの糀利行使により、甲、逃14保江人または当該役llに

'1審

がdiじて
も、乙は一切の資任を負担しません。
第30桑 (載時4材資等)

鰍解騨瑠撃研解鵜鶴震樫螂総齢 ∃こと
が禁止されていることを了解します。
第31粂 (合意碑 |)
甲及び逆1'保征人、乙は、このナた,約について訴れまたは耐伴の必要が生じた
ときは、この投約群干と載の乙の)1在地を管結するとL方裁判所(ただし、刊倖の
予,デ合は地方ナ11‖刃tま た1よ Pl易栽半け所)を 第―幕のW将?14裁判

"Fと

することに
合意します。
第32条 (時約)
(1)別数1)記載の料約は、この契約の他の条項にl負寺先して適用されます。②
こ軍汗尭患赫劣怠拿議ごぁ響き∵子評

載するか、別硝面で甲及び乙始意
第33条 (準拠i去 )
この契約の準拠法は、日本法とします。

“

}甲 は、乙が,里 1ヤ保
ことをあらかじめ
(7)甲及び乙は、連14

∴正人
承甜
術ヽ証
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月lJ 表

(1) 物件の売主
富士フイルムビジネ′

~く

イノベーションジャパ

メ ー
物 件

カ

名

名 ・ 晶 番

富士フイルムビジネスイノベーション
ApeosC2570(Modeと 一 PFS)

(2) 物   件

(3)
物件の引波場所

及び設置場所
大阪府堺市堺区南瓦町 3番 1号

借受証記載の借受日より起算して 60ヶ 月(4) ジース期間

(8) リース料
月

額

リース料

消費税等

合 計 額

12

1

13

700

270

970

円

円

円

総

額

リース料

消費税等

合 計 額

762,000円
76,200円

838,200 円

(6)
ジース料の支払日

及び支払方法

リース開始月より、リース料を各月の22日にロー としまi

(7) 前払リース料
支払田

充当 ***ヶ 月

(8) 損害保険 動産総合保険 塞露雪免
項
姜峯暑巌通置写瞥曇墓た

は重大な過失、その他保険約款に
ついては、担保されません。

(9) 規定損害金
始期の基本額 円

逓減月額 関

(10) 遅延損害金
年 14.6%
(1年を365日 とする日割計算とします。)

(11) 再ジース料 年観 円   (一播払い、別途消費税等を申し受けます。 )

(12) 特  約

4ページ
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参考様式第 4号

出張報告書

2023年  11月 16日

会派の名称 。議員氏名 日本共産党堺市議団

出張報告は下記のとおりです。

記

1.目   的
・千葉県いすみ市における有機農業推進の実践例を、自治体と農家の話から学ぶ

。東京都港区が進める、保育の給食費無償化等こども施策の実践例を学ぶ

2。 期  間
2023年 10月 23日 (月 )～  2023年 10月 24日 (火 )

3,日 程 等

4.面談者
日本共産党堺市会議員団 視察参加議員 森田晃―・藤本幸子・藤本憲・乾友美・林原徹

① ラゝすみ市議会事務局 事務局長。いすみ市役所 農林課・  課長

いすみ市役所 農林課 有機農業推進班  班長

② 農事組合法人 みねやの里  代表理事

③ 東京都港区 子ども家庭支援部 保育課 課長

月  日 時 刻 出張先 (都市 。施設名等)

Э 10月 23日 (月 )
13時 30分

～ 15時 30分
千葉県いすみ市 。いすみ市役所

D 10月 23日 (月 )
15時 50分

～ 16時 30分
千葉県いすみ市・生産者の農地そばの建物

③ 10月 24日 (火 ) 10時～ 11時 30分 東京都港区・港区役所

④ 月  日 ()
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5。 報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

・千葉県いすみ市の、自然と共生する里づくりとオーガニック給食の実践例

2012年 に「コウノトリの栽培」兵庫県豊橋市をモデルに「生物多様性」と「水稲」の 2
部門による協議会を、会長―副市長・副会長一 」A組合長・事務局一農林課で設立。手探りで

水稲無農薬栽培に挑戦するも失敗を重ねながら民間稲作研究所 。県普及指導員・ 」A。 市が連

携し、水稲有機栽培の実証実験 (3年間)開始。 2015年 には生産された有機米 4ト ンを学
校給食に導入、 2017年 には学校給食の全量にあたる42ト ンの有機米を提供するなど、地
域と自治体が一体となって取り組み、公共調達 (学校給食)を活かした流通を実現することで

需要を増やし、需要を増やすことで有機農家を増やすという方法で、地域の子ども保護者も農

家も喜べる有機栽培の地域システムが構築できるということを詳しく知ることができました。

。千葉県いすみ市と共に有機稲作に取り組んだ農家の実践例

当初、「市などの地域活性化の視点でが加し活動することで、集落を守れる」と、農薬・化

学肥料を使わない米づくりに桃戦し、失敗を重ねたが、民間稲作研究所稲葉先生指導で有機稲

作を学んだり、協議会の「ポイント研修 (年 4～ 5回 )」 を受けたりするなど、自治体や指導

される先生と一体となって有機稲作が成功につながったということすで、自治体の農家に対する

細やかな有機稲作栽培指導・流通支援を学べました。

。東京都港区の認定こども園・保育園の給食費完全無償化実施の取り組みについて

以前からも港区では子ども 。子育て支援を進められてきましたが、本年 3月 に示された国の

「こども 。子育て支援加速化プラン」の中にある「すべてのこどもの育ちを支える経済的支援

の基盤の強化」を優先的に、国や東京都に先駆けてさらなる子育て支援策を進めようと決めら

れたそうで、その中から給食費の無償化や保育料の無償化を実現されたとのことでした。

また定員割れ保育園の空きスペースを活用して、在宅保育の子どもの一時預かり保育に使用

する「余裕活用型一時保育」をされていることも学べました。

自治体財政の違いもありますが、自治体として工夫することで新たなサービスを市民に提供

できることを改めて感じました。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

(別紙記載)
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別紙 20231023… 54 20231023‐ 94

20231005‐ 1 20231024‐ 55 20231023‐ 95

20231015‐ 2 20231024‐ 56 20231023‐ 96

20231015‐ 3 20231024‐ 57 20231024‐ 97

20231024‐ 58 20231024‐ 98

20231023‐ 35 20231024‐ 99

20231023‐ 36 20231023‐71 20231024‐ 100

20231023-37 20231023‐ 72

20231023‐ 38 20231023‐ 73 20231023‐ 109

20231023‐ 39 20231023‐ 74 20231023‐ 110

20231024‐40 20231023‐75 20231023‐ 111

20231024‐ 41 20231024‐ 76 20231023‐ 112

20231024‐ 42 20231024‐ 77 20231023-113

20231024‐ 43 20231024‐ 78 20231024‐ 114

20231024‐ 79 20231024‐ 115

20231023‐ 50 20231024‐ 116

20231023‐ 51 20231023‐91 20231024‐ 117

20231023‐ 52 20231023‐92

20231023‐ 53 20231023‐98
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様式第 13号 (第 6条関係)

備 品 台 帳

1品目100, 000円 以上 300, 000円 未満の備品について記入すること。
購入年月日、償却完了年月日又は処分年月日の属する月は、使用していたものとみなす。

会派の名称 。議員氏名

日本共産党堺市議会議員団

備考 1

2

処分年月日・事由

2029年 2月 16日

償却完了

年月日

2029年 3月 30日

耐用

年数

5年

5年

年

年

年

政務活動費

充当額

116,800

(按分率 100%)

228,779

(按分率 100%)

(按分率   %)

(按分率   %)

(按分率   %)

購入金額

(税込)

116,800

228,779

形質

タブレット

品名

デスクトップパ
ソコン

購入年月日

2024年 2月 15日

2024年 3月 29日
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